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なく選挙運励をできる地位の確認を求めているのではない。原告が確認を求め

ているものは、原告 が次回の選挙において、未成年者であることを理由と

して刑罰を科されることなく自ら選挙運動をすることができる地位である。こ

のことは、訴状において、請求の趣旨を敷術する文脈で、原告 に関し「未

成年者であることを理由として、自ら及び自らを使用した者が罰則を科される

ことなく選挙運動をすることができる地位にあることの確認を求め」ることを

明示しているほか（訴状7頁第5段落）、訴状全体の趣旨に照らし明らかであ

る（請求の趣旨 1(1)イ［予備的請求］、訴状 27~3 3頁等）。

もっとも、請求の趣旨 1(1)アには、このような限定を付しておらず、被告の

主張が前提とするような意味にも解し得ることから、未成年者であることを理

由として刑罰を科されることなく自ら選挙運動をすることができる地位であ

ることの確認を求める趣旨であることを明確にすべく、今後、訴えの変更を申

し立てる予定である。

2 確認の利益に関する主張2

(1) 被告の主張

被告は、確認の利益に関する主張1に加えて、「原告 が次回の選挙にお

いて刑罰を科されることなく自ら選挙運動をすることができる地位」の確認

（本件地位確認の訴え①）について、「原告 が次回の選挙において選挙運

動を行ったとしても将来の刑事手続において刑罰を科されることがないとい

う地位」の確認であると整理した上で、将来における国家の刑罰権の発動の有

無の確認を事前に求めるものにほかならないから、紛争の成熟性及び対象選択

の適切卜生を欠く旨主張する（答弁書7頁）。

(2) 原告の主張

ア 確認対象についての誤り

まず、前提として、被告の主張は、本件地位確認の訴え①を「原告 が
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次回の選挙において選挙運動を行ったとしても将来の刑事手続において囲

罰を科されることがないという地位」の確認であると整理している点で誤り

である。

本件地位確認の訴え①は、「原告 が次回の選挙において、未成年者で

あることを理由として刑罰を科されることなく自ら選挙運動をすることが

できる地位」の確認を求めるものであって、単に「刑罰を科されることのな

い地位」の確認を求めるものではない。すなわち、本件禁止規定に違反した

場合における本件各制裁規定の効力が否定されたとしても、本件禁止規定が

存続する限り、結局、原告 は、次回の選挙において選挙運動をすること

ができないから、刑罰を科されることのない地位の確認のみでは、選挙運動

を行うには不十分である。そのため、原告は、本件各制裁規定のみならず、

本件禁止規定の違憲性を主張し（訴状20~3 2頁）、「自ら選挙運動をする

ことができる地位」の確認を求めている。

原告の主張と請求の趣旨との関係を改めて整理すると、次のとおりである。

すなわち、原告は、本件禁止規定の違憲を主張しているところ、本件禁止規

定が違憲であれば本件各制裁規定も当然に違憲となる。そのため、「未成年

者であることを理由として刑罰を科されることなく」という文言は、いわば

当然のことを記載したにすぎず、当該文言を除いても原告の意函する請求の

趣旨は成り立つ。もっとも、仮に、裁判所が本件禁止規定を違憲であるとは

判断せず、本件各制裁規定のみを違憲であると判断した場合には、「未成年

者であることを理由として刑罰を科されることのない地位」の確認のみが認

容（一部認容）されることとなる。この関係を図示すれば以下のとおりであ

る。
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【請求の趣旨において求める地位の内容】 【本件禁止規定•本件各制裁
規定の合憲性に係る判断】

原告が選挙運動をすることが

できる地位

原告が選挙運動をしても
未成年者であることを理

由として刑罰を科される
ことのない地位

本件禁止規定が違憲であ

る場合（本件各制裁規定

も当然違憲）

本件各制裁規定のみが違

憲である場合

このように、原告が求めているのは、「自ら選挙運動をすることができる

疇」の確認であるから、本件地位確認の訴え①について、単に「刑罰を科

されることのない地位」の確認のみを求めていると理解するのは誤りである。

なお、上記の整理を踏まえて請求の趣旨の記載を改める必要があれば対応す

る。

イ 選挙運動をすることができる地位の確認の利益があること

被告は、将来の刑罰権の発動の不確実性を理由として紛争の成熟性及び対

象選択の適切性を否定するが、この点も誤りである。

法令により権利が制約され、それに違反すると制裁を受けるリスクがある

場合、次のとおり、紛争の成熟卜生及び対象選択の適切性が認められる。

(7) 確認の利益の判断枠組み

民事訴訟において、確認の利益は、原告の権利又は法律上の地位に危険

又は不安が現に存在し、かつ不安を除去する方法として原告と被告との間

でその訴訟物たる権利又は法律関係の存否を判決することが有効適切で

ある場合に認められる（最高裁昭和 30年12月26日第三小法廷判決・

民集9巻 14号20 8 2頁参照）。

このような基本的な枠組みを踏まえ、これを行政訴訟における確認の利

益について敷術して分析した中川丈久教授の整理によれば、以下の4つの

4
 



要素が重要である（甲 17 :中川丈久「行政訴訟としての『確認訴訟』の

可能性」 97 8頁）。すなわち、⑦行政機関が原告の法的地位を否認する見

解を暫定的ではなく最終的なものとして示し、又はそれと同視すべき事情

により、原告の法的地位に不安が生じているか、①原告・被告間の紛争に

係る裁判審理における争点が明確になっているか、⑰その紛争について、

今裁判審理をするよりも行政過程を進ませることでむしろ紛争解決の可

能性が残されているという事情がないか、＠このタイミングでの裁判が認

められないと、原告が実効的な裁判的救済を受けられなくなるかという 4

つの要素である。

中川教授は、このうち◎及び＠について、ある個人がしようとしている

行為が法令により禁止されている場合、刑事訴追されるリスクを犯して初

めて当該法令の違憲性について裁判所に審査をしてもらえるというので

は、通常人の合理的な訴訟行動から見て「無理な注文」であると指摘して

いる。とりわけ表現の自由に関わる法律・条例の場合、法律・条例が成立

した時点で裁判的救済の機会がなければ、萎縮効果を持つという重大な問

題もある。そのため、刑事訴追がなされることを防止するという観点から、

法令の違憲違法を理由として、ある行為をなし得る地位の確認を求める訴

えの利益が肯定される（同 99 4頁）。

（イ） 法令により権利が制約され、それに違反すると制裁を受けるリスクがあ

る場合の確認の利益

前記（ア）の各要素を踏まえると、ある個人がしようとしている行為を法令

が禁止している場合、公的機関が原告の権利・法的地位を否認する見解を

暫定的ではなく最終的なものとして示していることは明 らかであるから、

原告の当該行為をする権利・法的地位には不安が生じている（前記⑦）。ま

た、当該法令の違憲性が争点となっている場合、裁判審理における争点も

明確である（前記⑦）。そして、当該法令に違反して当該行為をすると刑事
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罰の対象となることが予定されているときは、当該個人は、通常、当該行

為をすることを断念し、その不利益を甘受せざるを得ない。当該個人が敢

えて法令に違反して当該行為をした上で、刑事裁判により法令の憲法適合

性を争うことも理論上可能ではあるが、その場合、当該個人は、制裁を科

されるリスクを負うばかりでなく、その制裁が刑事罰であるときは逮捕・

勾留による身体拘束のリスクをも負うこととなる。刑事罰及び逮捕・勾留

による身体拘束が強度の人権制約であることはいうまでもない。また、刑

事裁判により法令が違憲であると判断されたとしても、逮捕・勾留等によ

る身体拘束によって既に生じた損害ないし不利益を実質的に回復するこ

とはできない。そうすると、敢えて法令に違反した上で刑事手続を待って

法令の憲法適合性を争わなければならないとすると、当該個人が負うリス

クがあまりにも大きく酷であり、紛争解決の方法としても極めて迂遠であ

る（前記⑰R)。

したがって、このような場合、刑事裁判の手続を待たずとも、当該行為

をしようとする個人の当該行為を行う権利又は法的地位には現実の危険

又は不安が生じている。これを除去するためには、「制裁を受けることな

く当該行為をすることができる地位」について確認判決を得ることが紛争

解決として有効かつ適切であるから、確認の利益がある。

玉
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なお、被告は、被告準備書面(1)において、本件禁止規定の違反を理由と

する本件罰則規定が、未成年者を罰金刑や体刑に処する趣旨ではなく、「一

般予防的見地」から設けられたものであるとも主張している（同 39頁）。

この主張自体、立法の経緯等に照らして誤りであることは原告第2準備書

面及び第3準備書面において詳論するが、それは措くとしても、もし被告

の主張するとおり刑罰を科すことが予定されていないとすれば、そもそも

本件禁止規定の合憲性を刑事手続において争う機会はない。また、少年保

護事件手続においても、審判不開始決定（少年法19条1項）や不処分決

定（同法23条2項）となれば、これに対して不服申立てを行う機会もな

い（同法32条参照。前記⑰⑪）。そのため、表現の自由に対する制約のみ

が存在している状態となる（前記⑦①）。そうすると、このような状態を解

消するために他に滴切な手段がないこととなるから、この意味においても、

確認の訴えによることが紛争解決として有効かつ適切である。

（ウ） 判例の整理

前記（イ）のような場合に訴えの利益があることは、以下に紹介する最高裁

判例に照らしても明らかである。なお、以下において使用する各裁判例中

の略称は、当該裁判例の紹介部分に限って用いるものとする。一審原告を

x、一審被告をYと書き換えたほか、原告ら代理人により一部に下線を付

している。

① 最高裁平成28年12月15日判決・集民254号81頁（風俗案内所営業

権確認等請求事件）

［事案の概要］

本件は、京都府風俗案内所の規制に関する条例（平成22年京都府条例第

2 2号。本件条例）が、本件条例3条1項各号所定の各施設（本件条例に係

る保護対象施設）の敷地から 200m以内の地域を営業禁止区域と定め、同

7
 



区域内における風俗案内所の営業を全面的に禁止し、その違反者に対して刑

罰を科すること等を規定しているところ、京都府風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律施行条例所定の第3種地域において、本件条例 2条

5号所定の風俗案内所を営んでいた Xが、本件各規定は、営業の自由及び営

利的表現の自由を不当に制限するものであって、憲法21条 1項、 22条 1

項に違反するなどと主張し、 Y （京都府）に対し、第 3種地域において、利

用者の求めに応じて風営法 2条 1項2号所定の接待飲食等営業に関する情

報を提供する方法により、風俗案内所を営む法的地位を有すること及び同風

俗案内所の内部において、風営法2条1項2号所定の接待飲食等営業に従事

する者を表し、若しくはこれを連想させる図画若しくは文字、数字その他の

記号を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置する法的地位を有

することの確認等を求めた事案である。

［確認の利益に係る判断］

第一審（京都地判平成26年2月25日判時22 7 5号27頁）は、次の

ように判断し、確認の訴えの利益を肯定した。すなわち、「本件条例は、 3条

1項所定の営業禁止区域における風俗案内所の営業を一律に禁止する一方、

その余の区域においては、その営業を無制限に許すものであり、風俗案内所

の営業につき許可制等を採用する場合と異なり、風俗案内所の営業開始に先

立ち、何らかの行政処分が予定されているわけではない。そうすると、営業

禁止区域における風俗案内所の営業を望む者が、同営業に先立ってあらかじ

めその適法「生を確認するためには、本件訴えのような、実質的当事者訴訟と

しての確認の訴えによるほかはない。ところで、本件条例 3条 1項、 13条

1項、 16条1項 1号によれば、上記営業禁止区域において風俗案内所を営

業した者に対しては、事業停止命令が発せられ、あるいは、刑罰が科され得

る。そうすると、本件条例 3条 1項、 13条1項、 16条1項 1号等の合憲

性を争いたい者にとっては、事業停止命令の取消訴訟や刑事訴訟の中でヽこ
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れを争うという方法も存在する しかしながら、事業停止命令は営業の自由

を侵害し、刑事手続における身柄の拘束等も身体の自由を侵害するものであ

盃とりわけ、本件条例の仕組みからすると、本件条例3条1項に違反した

者については、直ちに、本件条例 16条1項1号の構成要件に該当すること

となり、何らの行政処分を経なくても、逮捕、勾留されたり、起訴されたり

することがあり得る。以上からすると、本件条例3条1項所定の営業禁止区

域における風俗案内所の営業を望む者に対して、事前にその適法性を確認す

ることを認めず、実際に同営業を開始し、事業停止命令を受けたり、起訴さ

れたりした後に、専ら事業停止命令の取消訴訟や刑事訴訟の中で、本件条例

3条1項、 13条1項、 16条1項1号等の合憲性を争うことを求めるのは、

あまりに酷であり、紛争解決の方法として極めて迂遠である。したがって、

本件条例 3条1項所定の営業禁止区域において風俗案内所の営業を行う蓋

然性があると認められる者については、同営業を適法に営む法的地位を有す

ることの確認を求める訴えの利益があると解するのが相当である。

控訴審（大阪高判平成27年 2月20日）も、第一審の判決を引用して確

認の訴えの利益を肯定した。

最高裁は、確認の利益について明示的に言及してはいないものの、本件確

認の訴えを棄却した控訴審の判断を是認して上告を棄却しており、確認の利

益を肯定している。

［判断の要点］

このように、本裁判例は、条例の規定が、原告の営業の自由を制限してお

り(R)、その憲法適合性が争点とされている場合において（＠）、その違反

を前提とする行政処分（事業停止命令）は原告の営業の自由を侵害し、刑事

手続における身体拘束も身体の自由を侵害するものであることから、抗告訴

訟や刑事訴訟の中で争わなければならないとすると救済手続の在り方とし

てあまりに酷であり極めて迂遠であるとして（⑰⑪）、確認の利益を肯定し

，
 



ている。

② 最高裁平成25年1月11日判決・民集67巻 1号 1頁（医薬品ネット販売

の権利確認等請求事件）

［事案の概要］

本件は、平成 18年法律第69号1条の規定による改正後の薬事法（新薬事

法）の施行に伴って平成21年厚生労働省令第 10号により改正された薬事法

施行規則（新施行規則）において、店舗以外の場所にいる者に対する郵便その

他の方法による医薬品の販売又は授与（郵便等販売）は一定の医薬品に限って

行うことができる旨の規定及びそれ以外の医薬品の販売若しくは授与又は情

報提供はいずれも店舗において薬剤師等の専門家との対面により行わなけれ

ばならない旨の規定が設けられたことについて、インターネ ットを通じた郵便

等販売を行う事業者である Xらが、新施行規則の上記各規定は郵便等販売を広

範に禁止するものであり、新薬事法の委任の範囲外の規制を定める違法なもの

であって無効であるなどと主張して、 Y （国）を相手に、新施行規則の規定に

かかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確

認等を求めた事案である。

［確認の利益に係る判断］

第一審（東京地裁平成22年3月30日判決・判夕 13 6 6号11 2頁）は、

次のように判断し、確認の訴えの利益を肯定した。すなわち、「規制は営業の自

由に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、 X

らが、本件各規定にかかわらず、第一類•第二類医薬品につき郵便等販売の方

法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、本件改

正規定の行政処分性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決

のために有効かつ適切な手段として、確認の利益を肯定すべきであり、また、

単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、
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省令の個別的な適用対象とされる X らの具体的な法的地位の確認を求めるも

のである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することがで

きると解するのが相当である（なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争

うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や

許可取消処分を受けた上で、それらの行政処分の抗告訴訟において上記適法

性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は

営業の自由に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であると

いわざるを得ず、本件改正規定の適法「生・憲法適合性につき、上記のような行

政処分を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解

される。）。」。

控訴審（東京高裁平成24年4月26日判決・判夕 13 8 1号10 5頁）も、

第一審の判決を引用して確認の訴えの利益を肯定した上、次のように補足して

いる。すなわち、「本件規制によって、 Xらは、本件改正規定が Xらに適用さ

れるとすると、営業活動の制限を受け、その営業活動によって得ていた利益を

得ることができなくなり、継続的に損害が拡大していくこととなるから、本件

確認の訴えは、その不利益を排除しかつ予防することを目的とする公法上の法

律関係に関する確認の訴えとして、その目的に即した有効適切な争訟方法であ

るということができるから、本件においては、その確認の利益を肯定すること

ができるというべきである。また、 Xらが本件規定の効力を争う方法としては、

その規制に違反した営業活動を行うことによって課される行政処分に対する

抗告訴訟を提起することが可能であるが、そのような行政処分を受けることに

よる経済的、社会的不利益を回避する必要が認められる本件のような事案にお

いては、行政処分を受けない段階における公法上の法律関係に関する確認の訴

えである当事者訴訟による争訟が認められるべきということになる。」。

最高裁は、確認の利益について明示的に言及してはいないものの、本件確認

の訴えを認容した控訴審の判断を是認して上告を棄却しており、確認の利益を
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肯定している。

［判断の要点］

このように、本裁判例は、薬事法施行規則の規定が、原告の営業の自由を制

約しており（⑦)、その適法性・憲法適合性が争点とされている場合において

（ど））、その違反を前提とする行政処分を抗告訴訟によって争わなればならな

いとすると、経済的、社会的不利益が生じ、救済手続の在り方として迂遠であ

るとして（⑰@）、確認の利益を肯定している。なお、本件は、法令違反により

業務停止処分といった行政処分が課されることが予定されており、直ちに刑罰

が科される事案ではなかった。最高裁は、このように、刑事処分の前に行政処

分が介在する場合であっても確認の利益を肯定している。

（エ） 本件地位確認の訴え①に確認の利益があること

本件は、まさに、原告 がしようとしている次回の選挙における選挙運

動が本件禁止規定により禁止されており、原告 が本件禁止規定に違反し

て選挙運動をすると、末成年者であることを理由として刑事罰の対象となる

ことが予定されている事案である。原告 は、本件禁止規定及び本件各制

裁規定が廃止されれば、次回の選挙において選挙運動を行う予定である。こ

のことは、原告 がかねてから政治に強い関心を持ち、現に過去に二度に

わたり選挙運動を行おうとしたが、本件禁止規定及び本件各制裁規定がある

ために選挙運動を断念せざるを得なかった事実からも明らかである（甲 7: 

陳述書）。

そして、衆議院議員選挙は少なくとも 4年に一度、参議院議員選挙は3年

に一度、地方選挙は4年に一度行われ、地方選挙においては、都道府県知事

選、都道府県議選、市区町村長選、市区町村議選がそれぞれ行われる。20

2 5年 10月時点において、原告 が 18歳に達する 20 2 6年10月2

7日までの間に予定されている選挙は別紙1のとおりであり、原告 が 1
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8歳に達するまでの間に次回の選挙は確実に実施される。

これを前記（ア）の各要素に当てはめれば、本件では、本件禁止規定により原

告 の政治的表現の自由が現に制約されており（⑦)、本件禁止規定の憲

法適合性が争点となっている（①)。そして、原告 が、本件禁止規定及び

本件各制裁規定の憲法適合性を争うために、本件禁止規定に敢えて違反した

上で刑事罰及び身体拘束を受けるリスクを負わなければならないとするの

は、あまりにも酷であり、紛争解決の方法として極めて迂遠である（⑰⑪）。

他方、もし刑罰を科すことが予定されていないのであるとすれば、そもそも

原告 が刑事手続において争う機会はないこととなるし、少年保護事件手

続においても審判不開始決定（少年法19条1項）や不処分決定（同法23 

条2項）となれば、これに対して原告 が不服申立てを行う機会もない（◎

◎)。

したがって、原告 が次回の選挙において政治的表現の自由としての選

挙運動を行うことのできる権利又は法的地位には現実の危険又は不安が生

じている。これを除去するためには、「原告 が次回の選挙において、未成

年者であることを理由として刑罰を科されることなく自ら選挙運動をする

ことができる地位」について確認判決を得ることが紛争解決として有効かつ

適切であるから、確認の利益がある。

ウ 補足ー「刑罰」には公民権停止（公選法252条 1項、 2項）を含むこと

被告は、請求の趣旨第 1項記載の「刑罰」が公選法23 9条1項1号の刑

事罰を指すものであると解した上で、被告は、公民権停止につき、刑事罰が

確定して初めて適用される規定であることを踏まえると確認の利益を欠く

ことが一層明らかであると主張する（答弁書8頁）。

まず、前提として原告は、「刑罰」には公民権停止（公選法25 2条1項、

2項）を含むものとして主張している。実際に公民権停止は、刑法所定の「刑」
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に準じる「刑罰」として位置づけられている（甲 18:『量刑実務体系 第4

巻刑の選択・量刑手続』 14 0頁）。

そして、裁判所が、情状により、公民権停止規定の不適用ないし短縮を宣

告する余地はあるにせよ（同条4項）、公民権停止は、公職選挙法25 2条1

項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然発生するものであること

（最高裁昭和 29年6月24日判決・刑集8巻6号97 1頁、最高裁昭和3

4年 3月 19日判決・集刑 12 9号43頁）及び同条の規定ぶりからすれば、

罰金刑又は拘禁刑を言い渡された場合、これと併せて公民権停止がなされる

高度の蓋然「生がある。実際、近時の裁判例において、裁判所が公民権停止規

定の不適用を宣告する例は極めてまれである。すなわち、判例検索ツール（判

例秘書）で、刑事事件を対象とし、〈「公職選挙法」〉かつ〈「公民権」又は「選

挙権及び被選挙権」〉をキーワードに検索すると、別紙2のとおり、平成以降

に言い渡された刑事事件判決は 72件確認され、このうち公民権停止につい

て判断しているもの1は68件確認された。この中で、法定期間どおり (5年

間）公民権を停止する旨の判断をしたものは47件、期間を短縮したものは

2 0件、公民権停止規定を不適用としたものはわずか1件である。また、公

民権停止期間を短縮するには「特段の事情」が必要であるとしている裁判例

も少なくない（東京地裁令和 3年 1月21日判決、長崎地裁令和 2年 10月

1 4日判決、長崎地裁判令和 2年9月 17日判決、札幌地裁令和 2年2月1

9日判決、仙台高裁秋田支部平成24年 2月8日判決、福岡高裁平成23年

1 0月6日判決、福岡高裁平成20年 1月9日、東京地裁平成 13年 10月

2 5日判決）。このように、公民権停止がなされるリスクは、罰金刑又は禁錮

刑に処されるリスクと同等である。

したがって、刑罰に公民権停止を含むことを前提としても、これらの制裁

1 7 2件から、公職選挙法以外の刑事被告事件、無罪判決及び公民権停止についていかな

る判断をしたか明らかでないものを除いたものである。
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のリスクの下に、原告 が次回の選挙において選挙運動を行うことのでき

る地位には現実の危険又は不安が生じており、前記ア及びイで述べたとおり、

確認の利益がある。

第2 本件地位確認の訴え② （請求の趣旨 1(2)ア［主位的請求］）について

1 法律上の争訟に関する主張 1

(1) 被告の主張

被告は、「原告 が、次回の選挙において、同人らを選挙運動において使用

した者が原告 が未成年者であることを理由として刑罰を科されることな

く、選挙運動をすることができる地位」の確認請求（本件地位確認の訴え②）

について、「次回の選挙において原告 を選挙運動に使用する可能性のある

不特定の第三者が、未成年者を使用した選挙運動をすることができる地位」の

確認を求めるものであると整理した上で（答弁書9頁）、本件使用禁止規定は、

原告 に直接適用されるものではなく、公法上の法律関係を原告 と被告

との間に生じるものではないから法律上の争訟に当たらない旨主張する（答弁

書9頁）。

(2) 原告の主張

ア 確認対象についての誤り

まず、前提として、被告の主張は、本件地位確認の訴え②を「次回の選挙

において原告 を選挙運動に使用する可能性のある不特定の第三者が、未

成年者を使用した選挙運動をすることができる地位を有すること」の確認で

あると整理する点で誤りである。

本件地位確認の訴え②は、「原告 が、次回の選挙において、使用者が原

告 が末成年者であることを理由として刑罰を科されることなく、選挙運

動をすることができる地位」の確認を求めるものであって、「第三者が、末成

年者を使用した選挙運動をすることができる地位」の確認を求めるものでは
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すなわち、本件使用禁止規定及びその違反を理由とする本件各制裁規定は、

未成年者の使用を禁止し、その実効性の担保として使用者に刑罰を科すとい

う形式をとっているが、実質的には、これと同時に未成年者が自発的に他者

に「使用」される形態で選挙運励をすることをも一律に制限するものであっ

て、未成年者の政治的表現の自由を侵害している（訴状33~3 8頁）。さら

に、「使用」の意味そのものが不明確であり、その制限の範囲は、未成年者が

他者と共に選挙運動を行う行為全般に及び得る。例えば、未成年者がボラン

ティアとして自発的に組織的な選挙運動に参加し、他者と役割分担をしなが

ら選挙運動をする場合にも、「使用」に当たる可能性がある。そうすると、原

告 は、本件地位確認の訴え①の認容判決を得るだけでは、他者と共に選

挙運動をする態様での選挙運動の自由が回復されず、現実には多くの選挙運

動を行うことができないままとなる（訴状34頁）。それゆえ、原告 は、

被告との関係において、「他者に使用される形態での選挙運動をすることが

できる地位」という権利又は法律関係について主張しているのである。

したがって、本件地位確認の訴え②について、「第三者が原告 を使用

した選挙運動をすることができる地位」の確認を求めていると理解するのは

誤りであり、「原告 が他者に使用される形態での選挙運動をすることが

できる地位」の確認として理解されなければならない。

イ 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争である

こと

本件地位確認の訴え②は、実質的には「原告 が他者に使用される形態

での選挙運動をすることができる地位」という原告 と被告との間の公法

上の法律関係を問題にするものであり、当事者間の具体的な権利義務ないし

法律関係の存否に関する紛争である。これを裏返せば、「原告 の他者に

使用される形態での選挙運動をすることができる地位」（自由）を侵害して
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はならないという被告の不作為義務の確認を求める趣旨である。そして、こ

の地位の存否は、本件使用禁止規定及びその違反を理由とする本件各制裁規

定の違憲性を審査することによって判断可能であるから、法令の適用によっ

て終局的に解決することができる。

したがって、本件地位確認の訴え②ぱ法律上の争訟に当たる。

2 法律上の争訟に関する主張2

(1) 被告の主張

被告は、原告 を使用する可能性のある第三者が特定されておらず、原告

が次回の選挙で使用されるかどうかも不透明であるから、確認判決によっ

て終局的な解決を因ることができず、法律上の争訟に当たらない旨主張する

（答弁書9、10頁）。

(2) 原告の主張

ア 第三者が不特定であるという点について

しかし、前記のとおり、原告は、不特定の第三者との間での権利又は法律

関係についての確認を求めているわけではなく、被告との間での権利又は法

律関係についての確認を求めているのであるから、原告 を使用する可能

性のある第三者が特定されていないことと、法律上の争訟に当たるか否かと

は無関係である。

イ 第三者の意思が不確定であるという点について

また、確かに、現実に原告 が第三者に使用されるか否かは当該第三者

の意思に依存するものではあるが、本件地位確認の訴え②は、原告 が選

挙運動に際して具体的な第三者に使用されることを求めるものではなく、被

告との間で、第三者に使用され得る地位の確認を求める趣旨である。原告

は、現時点において、使用者の意思にかかわらず、他者に使用される形態

で選挙運動をする余地が一切ないのであり、「他者に使用される形態での選
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挙運動をすることができる地位」が確認されれば、選挙運動をするに際して

第三者に使用されることができ、より広い態様での選挙運励が可能となるか

ら、終局的な紛争の解決となる。

したがって、本件地位確認の訴え②は法律上の争訟に当たる。なお、この

点を明らかにするため請求の趣旨を変更する必要があれば、対応する。

3 確認の利益に関する主張

(1) 被告の主張

被告は、本件使用禁止規定及びその違反を理由とする本件各制裁規定は、原

告 に直接適用されるものではないから、原告 の権利又は法律上の地位

に現実的な危険や不安が存在するとはいえず、本件地位確認の訴え②がこれを

除去するために有効かつ適切な手段であるともいえないから、確認の利益を欠

＜旨主張する（答弁書10頁）。

(2) 原告の主張

しかし、この主張も、前記 1 （本書面 15頁）と同様、その前提を誤るもの

である。

原告 には、他者に使用される形態での選挙運励をすることができる地位

に危険又は不安が現存しているのであり、これを除去するために他に適切な手

段は存在しない。

したがって、本件地位確認の訴え②には確認の利益がある。

4 その他の主張

(1) 被告の主張

被告は、本件地位確認の訴え①に対する前記第 1の各主張が本件地位確認の

訴え②に対しても当てはまる旨主張する（答弁書7、8頁）。
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(2) 原告の主張

これに対する原告の主張は、前記第 1に記載したとおりである。

第3 本件各違法確認の訴え（請求の趣旨 1(1)イ［予備的請求］及び同 1(2)イ）につ

いて

1 法律上の争訟に関する主張 1

(1) 被告の主張

被告は、本件各違法確認の訴えは、本件各規定の内容あるいは立法行為ない

し立法不作為の違憲確認を求めるものにほかならず、当事者間の具体的な権利

義務ないし法律関係の存否に関する紛争とはいえないから、法律上の争訟に当

たらない旨主張する（答弁書 11頁）。

(2) 原告の主張

しかし、本件各違法確認の訴えは、抽象的に法令の違憲審査を求めるもので

はなく、次回の選挙において、原告 が未成年者であることを理由として原

告 の選挙運動を禁止することの違法の確認を求めるものである。この訴え

は、原告 の政治的表現の自由に対する制限が違憲であることを前提とする

ものであり、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争

に当たる。

最高裁令和4年5月25日大法廷判決・民集76巻4号71 1頁（在外日本

人国民審査権確認等事件）が適法性を肯定した訴えも、「国が在外国民である

原告に対して国外に住所を有することをもって次回の最高裁判所の裁判官の

任命に関する国民の審査において審査権を行使させないことが違法であるこ

との確認」を求めるものであり、国の立法不作為により将来の特定の選挙・審

査における原告固有の権利行使が制約されることの違法性を確認する構造を

有していた。本件訴えも、まさに、次回の選挙において、国の立法又は立法不

作為により、原告 が未成年者であることを理由に原告 の選挙運動が制
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約されることの違法確認を求める点で、同様の構造を有する。同判決の宇賀補

足意見も、「抽象的に法令の違憲審査を求めるものではなく、次回の国民審査

において、自らの審査権を行使することができないことの違法の確認を求める

ものであり、法律上の争訟といえる」と述べて、このような特定の将来の選挙・

審査における権利行使の制約についての違法確認の訴えに法律上の争訟性を

認めている。

したがって、本件各違法確認の訴えは法律上の争訟に当たる。

2 法律上の争訟に関する主張2

(1) 被告の主張

被告は、本件違法確認の訴え②は、原告 と被告との間の権利ないし法律

関係の存否に関する紛争ではないから、法律上の争訟に当たらない旨主張する

（答弁書9、10頁）。

(2) 原告の主張

しかし、この主張は、被告が、本件違法確認の訴え②について、「第三者が、

原告 を使用した選挙運動をすることができる地位」の確認を求めているも

のと理解している点で前提に誤りがある。この点に関する原告の主張は、前記

第2の1(2)ア（本書面 15頁）に記載したとおりである。

3 確認の利益に関する主張

(1) 被告の主張

被告は、本件各規定の内容あるいは立法行為ないし立法不作為の違憲確認は、

本件各違法確認の訴えによらずとも本件国賠請求によって判断を求めること

ができるから、確認対象としての適格性を欠き、確認の利益を欠く旨主張する

（答弁書 10頁）。
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(2) 原告の主張

しかし、なぜ国賠請求をなし得ることによって確認「対象」としての適格性

を欠くこととなるのか明らかでない。また、仮に方法選択の適切「生について主

張する趣旨であると善解しても、次のとおり誤りである。

一般に、給付の訴えが可能な給付請求権の存在の確認を求める訴えには確認

の利益がないとされているが、それは、給付の訴えによる方が、執行力を伴う

給付判決を得られる点で紛争解決手段としてより適切と考えられるからであ

る（二木浩一ほか『民事訴訟法』 36 4頁）。しかし、本件各違法確認の訴えと

本件国賠請求とはこのような関係にはない。原告は、本件各違法確認の訴えに

おいて、国家賠償請求権の存在の確認を求めているわけではないからである。

また、両者には重複する争点が含まれるとはいえ、国家賠償請求は、過去に

生じた損害に対する金銭的救済を求めるものであるのに対し、違法確認の訴え

は、現在の法的地位に対する確認を求めるものであって、後者が前者に包含さ

れる関係にあるわけではない。

しかも、国家賠償請求には、国賠法上の違法卜生、故意又は過失、損害、因果

関係といった、違法確認の訴えでは考慮されない要件があることから、これら

の要件の不充足によって立法不作為の違憲性の判断に踏み込まずに国家賠償

請求が棄却されることもあり得る。

加えて、選挙はいずれも一回限りの意義を有するものであり、選挙運動は当

該選挙において固有の意味を持つから、侵害を受けた後に争うことによっては

権刹行使の実質を回復することはできない。そうすると、国家賠償請求訴訟の

みでは司法救済の手段として不十分である。

現に、最高裁令和4年5月25日大法廷判決 ・民集76巻4号71 1頁（在

外日本人国民審査権確認等事件）においても、違法確認の訴えとともに、過去

の国民審査の時点における立法不作為を理由として国家賠償請求が提起され

ているが、同判決は、国家賠償請求において法令の憲法適合性について判断が
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なされ得ることを理由として違法確認の訴えの利益を欠くなどとは判断して

vヽなVヽ0

したがって、原告 が本件国賠請求をしていることをもって本件各違法確

認の訴えの確認の利益が否定されるものではない。

以上
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選挙『:.:,I-コム （心 ）2025/10/05 ni!iili：員会濃U謝挙 島Ill↓U 岡山市艮逍年に寸l~I甫 神凶政人（か， さ 釈さと）氏の経出・政陳まとめ
（竺日）2025/lO/OS 玉村町ほ会漏口逍攣 "1111以 lii速は10月柑散！ ？I全1民蟻Hむ会復

10 名が予也する今iKの政幻シナリオ4パタ

あなたの選甕区はと「ヱ丈た~ は9

実施選挙一覧 』 ~,y
会日9itとしてもっと澤しく．mlJr;

(:<•,) 2025/10/05 上市町ぼ会tR日近半 で山↓R

（心 ）2025/L0/05 江田潟市讚会潅且滋攣 広B臥

1n 2n 3月 4JJ 5月 6n 7月 8月 9FI 11月 12月

10月の逍II'155件

-? (ti 
（匹1!1)2025/lO/OS 加汀m11会濃日返攣 石llli,J

(ltl'!) 2025/10/0S 紐岡市謂会！畠日選挙 山形凩

(9河）2025/10/05 宮代町只潟攣 J3玉閑

• . -・--- ・-・ ----・.... ・・・--・ （竺週） 2025/10/05 !IiはJ京nH員会t義且逍印 京都府

（”汽）2025/10/05 肩ば●JR以學 さfl!C)只

（先")2025/10/05 杵ぼTIl猛会這l'l補欠；l1出 大分県

（1<1') 2025/10/05 川恨本町巨選峯 r,,岡限
()  2025/l0/12 ,j,!'I!19“"3選卒 93玉阻

(s,,i) 2025/ I 0/05 北宋目ば退攣 fllllllll 

()  2025/10/12 安●99n"がum BlII以

(it週）2025/10/0S 佐川町1!l頂印 Ill!90以

()  2025/10/12 小託IJUJt員会t員は選峯 in3i以

k （先週）2025/IO/OS 上板町畏逍攣 徳〇県

凶 ()  2025/10/12 志摩市II会羅U逍摩 三訳以

ば渭）2025/10/05 稟峰Bill退m If.ii均ほ

()  2025/10/12 王漏村t員会滋口選攣 Ill’’以

（先"')2025/10/05 杵伍99i!l1退攀 大分県 ¥ijカ1- RECURUIT 

採用情報 •■ 
()  2025/10/12 女出野市隅会は日退平 E99瓜

(,..,) 2025/10/05 上市町丘逍學 m山梨

｀？こいと刀むシロク』 .,,  、 （東")2025/l0/l9 南伊防町図選學 三重閑

（虹 1)2025/10/05 加日市E逍半 石lllla

(ll!o!!) 2025/10/19 熊野市B逍序 三正L'ii

（先11)202'/l0/05 閃山市畏逍攣 11'1山臥

政界の売麗1，浴一松！ 麻生太郎の叩
(...,)2025/10/19 設素Ii／丘選半 lll~Ul賃

（元遇）2025/10/05 I!)岡市11退攣 山II殺i
イヤルすごい（只マイラー叫セクミカi

2) 
("'"} 2025/10/19 八猛町1l1逍學 北渭逼

IIむよ速柑I自民克新秘I.¥に高市！i!lnl
・・-----・一・（向 ）2025/10/0S 山閣小99UIt1i頂会111'1選卒 山口lR 出 1

(ll<週）2025/10/19 湧別BIII退彰 北渭口

nlWI5名とは何？鮒散屁逍半後の1¥ll';

（口 ）2025/10/US lll柑本町濃甜員U退平 内岡県 め方を鮎＇説

（東")2025/10/19 大口町良il!平 妥911梨

("'") 2025/10/05 播岡県
4 ドント方式とは"ク）でク）かろ逍半JIIit ミョ東峰村9員会讚U褐欠遺攣

(*-"J 2025/10/19 燕市損選半 新il'J県
....._＇ ～`_・`, 

Uさ院逍2025]グラフで見る 1沿去SI

(,ti,) 2025/10/0S 佐Ill町議会繕U追攣 内9!llR
5 選・政叫叩叫麻数

岡lllfIi只迅年に立炊補鴻上雅店（う （翠"')2025/10/19 市／II三抒町m11學 山梨県

う比玲
(売!I)2025/10/05 北采町蟻会Illは逍印 l'IIN閾~

6 ,, まさひこ）氏の`~Iは政mまとめ

白山民主党総裁ぶ学は5氏の'Ilい ！立19 （火月）2025/10/19 7i;J.II!市！：け撞 屯 ,~し＂
(m愚）~ 20• 25/1— 0/05 

I出ビ政f"まとめ

----こ



（心 ）2025/10/19 浜田市畏滋攣 Elu以 （東週＼2025/l0/19 玉名市耀会霞日凛攣 府本以

(,.,i) 2025/10/19 大田市艮逍が 窮椙は （東河）2025/10/19 伊東i15：員会濃U選岸 ”岡閑

ー・・・ • ・- -』―•-- - --・・・--・・ 

（四 ）2025/10/19 遠"nIIi追昂 吐手県 （叩• ) 2025/10/19 浜m市t員会鱗日退小 島lu県

（出四）2025/10/19 渾111野町傾選攣 島l[U呉 C如•) 2025/10/19 古口町1員会議日選単 k1柑県

--・・-―・----・ 

（如日）2025/10/19 吉臼●Jlll;JJ阜 屈lU姐 ("'") 2025/10/19 安来市i員会濃a選卒 瓜1ul¥1

(lll>!) 2025/10/19 991bJIIlBl口選岨 栃木Iii （東週）2025/10/19 氷川町1員会鵬U返岨 熊本県

（＊週）2025/10/19 99須烏Iii市長滋m 低木県 （単日）2025/10/19 山祁町t員会議員近年 IIn本貼

--- +—ー←—

(""') 2025/10/19 佐図99)IlljH船 佐I'll'.I (lk") 202S/l0/l9 佐；；""員会鳩囚ii攣 佐I'.!以

('1'-") 2025/10/19 桜川市艮選手 次屈lll (•l'I) 2025/l0/l9 渾HI野町ぼ会渭ll1t11欠ill!l' 品柑県

ぼ10)2025/10/19 氷川町1l1退攀 熊本県 （ 摩~) 2025/10/19 平戸if社員会隕n遇§I 畏関し只

（,..,) 2025/10/19 王名市gii年 熊本111 （'"") 2025/10/19 湖剛市遺会緬日遺攀 :ll口坦

·-•...尋• •—•一............ー▼

卜 （東"J2025/10/19 平，，iII口逍甲 口闘以 （攣遇）2025/10/19 東近江市識会漬目逍"' 滋閃以

仁
（四"J2025/10/19 束崎村只逍學 褐囚臥 （虹 り 2025/10/19 野洲市識会罐且；；i攣 滋閃~I

（東週）2025/10/19 飯阻眉Ill選半 畏99以 (=; 2025/10/19 入譴11J議会儡U返攣 m ,1,~ 

（東")2025/10/19 玉”「liR退學 1Xl1l1臥 （以日） 2025/10/19 訛箕「I;111会t置口遺學 石川県

(llll'I) 2025/10/19 仙北市B辺攀 秋田県 （四墨日）2025/10/19 七慮市lll会iIU遺攣 石川県

（東ll)2025/10/19 損手市G以出 秋m県 （四 ）2025/10/19 市q,:g市漏会l贔U選學 新i/.llll

(,o,r) 2025/10/19 烈i9i【I会霜 新潟県 （翠~) 2025/10/19 飯閑町：I会這日逍攀 E9y県

（東ll)2025/10/19 八工町慮会議U逍攣 北溝切 （匹 ）2025/10/19 米Ill市饂会議n選學 注in以

(*i'I) 2025/10/19 洪別町濯会鷹口選半 北淘m ("''4) 2025/10/19 会渾羹山町111会讚日逍半 I目［，I凩

···冨• --....  

（東")2025/10/19 市Jll三旧町讚会隕i'¥楠欠選手 山梨県 （忠州）2025/10/19 遺＂市［員会渭 員19欠滋が む手凩

け頃）2025/10/19 IJ1口市頂会讀U沿攣 滋口収 （虹~) 2025/10/19 憤手市県会漬U選攣 秋nliR!,

・ー・------・・ー.・-・・一...-疇-・

（叩 1)2025/10/19 ’""’Ji員会讀口退峯 憶烏駐 （来週） 2025/10/19 渇沢市；員会濃口退峯 秋111県



2025/10/26 にか1江市隕遺攣 秋田は 2025/10/26 上毛町畏ill攣 揖岡以

2025/10/26 競ヶuni只；；；m 1q玉只 2025/10/26 i；；田市長逍亭 茨虹県

2025/10/26 布日部市1i遁予 渭玉県 2025/10/26 UI布市屈退子 大分県

2025/10/26 ふじみ99市＆退皐 99玉県 2025/10/26 山口市臣退學 111口県

2025/10/2Ci 新宮市口孔(!II 和磁山悶 2025/10/2G 片品村Ent攣 t9閃l,.I

2025/10/2(j 紀北町塁選駁 三重県 2025/10/26 上俎niE;H攣 lfiilぶU

2025/l0/26 伊乃市日遍響 三1li出 2025/10/26 澄田村R逍ゆ 円m出

-·—··-··—~ ▲̀+・-- -•---· •ー· - •一

2025/10/26 利1元軍士町ほ麻攣 北湖刃 2025/10/26 八戸市＆渕攣 胄mは

2025/10/26 新旧市は選學 EとクII県 2025/10/26 屈野町U退平 良99県

2025/10/26 1長n市B週攣 神奈1111¥l 2025/10/26 筑北村gii.(攣 畏＂県

2025/10/26 llll1市G道年 神奈川じl 2025/10/26 EIII町ば選来 E野以

--疇• ・-・ •ー·-- ----·ー•ー．．→ •- -- • 

以
202~ /1 0/26 佐川町g逍攣 兵庫県 2025/10/26 口99IIn3選甲 口99県

2025/10/26 断出泉町良滋學 兵庫以 2025/10/26 tU9町畏選學 靡児巳以

2025/10/26 神戸市畏逍半 兵1璽↓n 2025/10/26 渥谷9t911選ぬ 閑玉iil

2025/10/2(i たつのii"み沢専 兵庫閑 2025/10/26 ｛初めiI”'会は口選學 三聾出

2025/10/26 西凶市口退攣 兵陛只 202S/ 10/26 利尻宮士町頃会：mmH事 北涌迅

---•ー· •一---------

2025/10/26 牧之即市E退ぬ 静図↓'ll 2025/10/26 南あわし市瀑会雇U選単 兵庫県

2025/10/26 越前市Gii!攣 渭井県 2025/10/26 111日市t1会直口補欠選挙 神奈llliR

2025/10/26 II;1谷市l!Iiiup i9玉は 2025/10/26 1!1悶市頂会議U選攣 兵邸県

・→ ● ● • 一・・幽一

202S/l0/26 三91JUlS；；i半 鳥Ill!虹 2025/10/26 闊米市ぼ会lllU退半 兵誠県

2025/ I 0/26 1打三陸•111選半 宮haa 2025/ l0/2Ci 新ばnH員会填nlliS g:9n県

2025/10/26 宮城以知叩逍皐 宮収県 2025/10/26 新湛棗町濃会滋U返半 兵庫以

---------・-----

2025/10/26 苅田町ばill/J¥ 福岡贔 2025/10/26 西凶市；員会議日選學 兵庫駁



2025/10/26 阿武町置会稟日潤攣 山口は
玉ニム ＞ 遇年人ケジュール

2025/10/26 牧之1J(iIR員会！員員選攣 r.,i:,1111 

返：＂ドットコムでは直手をオ モシログを合憲はに、より多くの遺iii柑辺・政治Sl<1"化を掲載する日本口大船の遁平・政治水1H州サイトで・;・

2025/10/26 日逗町讚会鵬Rill乎 山梨県

2025/10/26 .J:MiIIt員会虞口情欠選単 ’"}県

2025/10/26 .111t●J濃会議U珊欠i!l攣 三iii.以

202S/ 10/26 ふじみ野市鵬会瀑U涌欠選學 口玉県
m園 口

2025/10/2(j n,谷市隕会議1:11籠欠選攣 J~玉貼

2025/10/26 Glllili隕会濃a1帽欠逍攣 長IJIQ

2025/10/26 三tJI町i員会繹Qill学 ぶJtx県

2025/10/26 渭三限HIt青勾llli!I肴1 宮屈出

2025/10/26 葛城市這会瀑n選攣 奈良L'ii

じ 2025/10/26 宮叫 宮収県

2025/10/26 宮古f」市i●会隕11迅學 沖ìl11

2025/10/26 埠面市濃会t羹じ渭欠返攣 濯井ln

202S/10/26 ＂＂；；iii償会濯只選手 大分県

2025/10/26 神戸市11会llr.l情欠jf!攀 兵曝県

2025/10/26 訂岡rfJ濃会漏目迅攣 富山し

2025/10/26 訊北村濯会虐n；；；事 E9A日

202S/l0/2G 隕HI●Jt員会濃11選皐 畏憎1以

2025/10/26 :i'I田市濯会議日選半 山形以

2025/10/26 山利木荘市讃会tma選平 秋山

2025/10/28 町間町は選攣 北溝迫

』※ ti米d)iN年は入力されていないものI.I~り a：す．



選挙 ,~ ::., I-J l.J 2025/11/09 多可町II会置“返響 兵陪以 岡山市1ぶ逍年1こ寸埃Iii 神給政人 （か

， さ まさと）氏の経llt・lJt禎まとめ

2025/11/09 11'1誠市瀑令漏tiii事 沖i嘉以 凩速l:tJO月9渾 l?t:Jli!:員日総会復

10 t；が予也する今i似の政〗シナ，Jオ4パタ

あなたgJill甕区はとこヱ王tr..;
は9

実施選挙一覧 1 M, 
令H口rA七してもっとi釦しく，使 t 1J 1 ~

2025/11/09 nl州iIlt霞会ば口迅半 山梨LR

2025/11/09 一戸町讃会濃員返攣 む手県

1月 2月 3n 4n 511 6月 7n 8月 9月 10月 I 12FJ 

II月の這半 85件
←?c  

2025/11/09 水雙璽J漬会紐U渭欠潟峯 福岡以

2025/11/09 l)!/8町讀会111'.llili欠選半 寮L~III

2025/11/02 鶴温ih塁遺m 枝〇只

2025/11/09 
• •一· • - --•一

広£；県讚会濃日補欠返"' 広島県

2025/11/02 貫Z市濃会濃以渭欠逍事 妓攣県

2025/ l 1/09 冷IIIrnは会饂口遺事 冨111111

2025/11/02 雷仙市t員会[Jil'l選攣 &miR 

2025/11/09 出iIim会：II員1日欠遺m 広B以

2025/11/09 葛杓区只退攣 東京罰

2025/11/09 いちさ,,；木野市濯会濃叫ホ 閲児患県

2025/11/09 捐JI、41隕浜序 北渭辺

2025/11/16 恵JiJ.『FEill攣 北溝＇

ド ZOZS/11/09 多可町畏退攣 兵庫県

ヽ 2025/11/lG みよしii屯逍峯 沢9[]以

2025/11/09 ，：｛士町9I選1J! 怜じ！県

2025/11/16 搾：可情LLIL逍奪 兵膚以

202S/11/09 IJj鳩町5退攣 奈良l,J iii:~ :A・ , RECURUIT 

採用情報
2025/11/16 河瀾町氏遺攣 m岡は

2025/11/09 一戸~JU選這9 宕手以

’遍攣をしっとオ Cシロク』 2025/11/16 邪臼i1i畏逍學 111梨県
をit●lこ

2025/11/09 西9U四•IE逍學 ii.!手県

2.02.5/ 11 / 16 訳、後Itnゴ逍序 ほ岡県

2025/11/09 "IU町損滋攣 栃木県

政Wの登麗なる一hゞ！ 麻生太郎の叩
2025/11/lG 北谷員／に選挙 沖！冒）乳

2025/11/09 水轡lJ畏ii.I攣 掃岡↓',I
イヤルすごい（nマイラー中村クミカi

21 
2025/11/16 濁山村良滋Si I1!1木県

｛結逗報J自氏克新総1ぶこ名市早岱［
2025/11/09 神I~市囚退卒 沃屈しn 出！

2025/11/16 射水市l!I逍事 i`山県
l'TIn指名とは何？閉散紀逍半後のlgI出；

2025/11/09 只II111邁學 広島県 め万を駅説

2025/11/16 観臼ぇサ市只選平 1'1川以

2025/11/09 広g9臥,n涵遺皐 広L・a県
4 ドント方式とは？ l1)でク）かろ出半JIIH

“さ院逍2025】グラフで見る 1退去51
2025/11/』6 祖U市良選巾 県

2025/11/09 伯niEill學 干菜lrし
5 道・政克別如叫点数

岡11Jfl1G選手に立仮捕 ,11上別店（う
2025/11/16 京丹波町liill序 只郁／，，

いちきホ木野市尺選洋 虎児島県
6 み まさひこ）氏の枷；・政印まとめ

2025/11/09 

.... - 日由民主党紀裁選半195氏の‘/9い！立似 2025/11/16 太包冒rI：りU虻 r."U  
202Si11/09 経ほ政h1まとめ

Chico.



2025/11/1(i 鉛島市畏潟攣 罪児島出 2025/11/2) <Cl"Jir,l員会濃日選攣 愕む出

●●----・  

2025/11/16 和さつま市長逍巾 虎児Sは 2025/11/30 上1:,;市lliiil挙 玲玉l~

2025/11/16 t美市辰退序 llli児A'11以 未定 利屈村反瀑學 東京Ill

2025/ l 1/ 16 只右111町lllill事 山形県 2025/11/30 浦河町1i1退學 北溝遁

2025/11/16 杞のlll;f;lll会遭しi遺阜 和芯山県 未定 日之虹!Ill選事 宮晒貼

2025/11/16 いなべIIl讃会濯U道學 三重賊 2025/11/30 松t..1町后逍拳 ”岡県

----響- --- ---- ---- --••.·· 

2025/11/16 u,:r，町t員会羅1'1選峯 三墜以 2025/11/30 岩賛町R逍平 瓜取以

------------•一·•--------

2025/11/16 河出町鑽会議H捕欠遺攣 静岡県 2025/11/30 本111町ほ送攣 曰知県

2025/11/16 I'll’"’"員会渭U選學 氾烏県 2025/11/30 瀑沢•)鰻退年 斬おl~

2025/11/16 北谷町t胃会t員口渭欠遺峯 沖鳩県 202S/11/30 兄Hiifi反ii!攣 新潟以

2025/11/16 五帽市滋会議日選攣 奈良県 2025/11/JO 拶ヶ沢EIE逍ぬ 冑森凩

卜 2025/11/16 鳥ltl>Iサ員会罐U逍平 佐田県 2025/11/30 二本松市E逍卒 禰励以

oo 
2025/11/16 糸溝9田員会1●U返攣 沖ì 臥 2025/11/30 芝山町反返學 千以臥

------

2025/11/ J6 射水n"員会ほU返攣 wllJV,l 2025/11/30 ：汀々井町畏返半 干翠関

2025/11/lG 観言舌9阻置会！`l'lijl學 1'1111限 2025/11/30 いすみ市k逍平 千扇臥

2025/11/16 揖i!l!ilil員会t員iH骨欠週鴫 編屈凩 2025/11/30 大幻町口逍攀 杓児↓弓閑

··-----疇•... - -....・. 

2025/11/16 *tl町瀑会瀑は退峯 g"以 2025/11/30 松屈町漬会瀑日選ぬ 宮転＼u

2025/11/lG 京円波町濯会はμ滋攀 京都府 2025/11/]0 場沢町！員会這口1ifi欠遺攀 新~JIii

•- •• • ・・臀 ー一

2025/11/ lG 圃於市隕会議9i選攣 閥児0以 2025/11/30 浦河H］［員会識n補欠iR攣 北淘五

ー・-・-・-・響→ •• •-· 

2025/11/16 ”BiIi耀 1，1!児口県 2025/11/30 二本松iti11会t"aIll欠選半 椙mu

2025/11/16 IOIさつま市Ill会！JIn通事 和児山県 2025/ l t/30 岩箕町頃会躙a1藷欠逍§t ぶI収県

2025/11/23 釘ね町丘逍紺 北漬辺 ※閃米の逍年は入力されていないものがあります

202.5/11/23 mr9it5Gil!ふ 也烏Iii



遺半ドットコムでは”逍序セォモシロクで合圃夏に．より多くの遺予釈退 ・政治mm収を掲甚する日木最大Uの追糸・政治事情鉗サイトです 選挙コト3ム

実施選挙一路 布なたのill響Fはrrですか；
合n:9199七してじつと漏しく・ 使9,JI:

田 園 口 1月 2月 3月 4n 5月 6月 7月 8月 9月 101111n 

12月の；a年22fキ

ャ
7

未定 三B9"ヨ退學 虎児囚県

2025/12/07 糾厄町日選挙 閥~u以

2025/12/07 911名町口選學 虎児島県

2025/12/07 l;9井市1員会議U退“ 山口lu

玲辻t 広野町R滋學 旧.Ql¥l

202S/l2/M 東久f5米rIn11選峯 東京1111

202S/L2/M 三ほl-J塁退平 n,n~ 

2025/l2/M 太宰府市は遺事 ，g悶県 I• 卜 ， RECURUITヽ
2025/12/14 i1t.l:9JK選學 ”n：県

採’遍●配用`,9と情オモン報11ク』

* it攣に．．
2025/12/1ヽ !liI町E逍半 Ill!児瓜以

未正： 剣濶町議会濃U返攀 北溝辺

政.'/10丸環なる一hXI 麻生太郎の叩

202S/l2/I., 太宰叩市稟会：En遁攣 福岡以
イヤルすごい （覧マイラー99941クミカi
2) 

｛紀火速,~ ) 自民克ffill!,tに高市！；！い 1
2025/12/21 比布町11!潟平 北涌五 出 1

nl"iH名と13．何？州散比退や即）l.¥ll阻；

2025/ l2/2l 冨士iIl真退● 静悶県 め方を鮒説

4 ドント方式とは91分で1)かる;H半IIIM
2025/12/2 l 籠ケmi1；塁遁攣 茨ねU

1..,r;;;:追2025】グラフで兄ろ 1過去51

202S/12/21 竹lgn；に退寧 広巳以
5 退政兄けり11118頃応数

岡lllil"出釦ドに立伏補 ;11上訓E （う

2025/12/21 閲Ill村口退攣 新沿県
6 みまさひこ）氏の枷と政訊まとめ

2025/12/21 
臼出民主兄総比逍学は5氏のfJIい！立紗

経B ・此；6まとめ



2025/12/21 ill讀市長滋攀 ば応以 選挙 l ットコ
2025/12/21 百士市瀑会頃n捕欠遺事 ＂f.J以

岡山市lむ返字に立i,;:捕 神い政人（か， さ•まさと）氏のI皿・政策まとめ

旧速1110月鮒散！ ？自民HIIIll会If.
10 打が予氾する今ihの政局シナリオ4バタ

は9

2025/12/21 旭iIl［員会t胃口選半 千絨凩 実施選挙一覧 布な卜，の潤攣区はどこですが

会H991’ltしてもっと丸しく・ 的'Jl;

2025/l2/98 土庄町LLLLLI學 川県

2月 3n 4月 5n 6月 7月 8月 911 1 On 11月 12IJ 
xヽ91米の遺年11入9)されていないものがあります．

1月の選c¥,66件

虫 ＞ “',スクジュール

i11手ドットコムでは"i9J?t仕オモシログ，，合露はに．より多くのi印輝湿・政おmnt呟糾韮する日本石大UのUIが・政治京InIIiリイトです

3

0

 

m園 E】

未定 "i絹村只iilll'

2026/01/17 和餐町巨返峯 北；fi1五

2026/01/17 和寒IIJ!員会譲日捕欠返亭 北渭

2026/01/18 岩凩畠J口退攣 行手県

2026/01/18 勝浦町頂；H學 割応県

2026/01/ 11:i !HI士町糟選學 li'J山県

2026/01/18 訂m●Ill退半 畏＂ほ

2026/01/18 北囚町Sil學 徳島県

2026/01/18 大多II町臣遺皐 千頭駐

2026/01/18 且町町恥U半 千稟lll

2026/01/1 t! 内4川町15晨逍攣 !ll巳以

政界の梵麗なる一紅！ 麻生太郎の京；

2026/01/10 唸木村畏ill事 畏＂ 出
イヤルすごい（只マイラー中村クミカi

2) 

ti'ill認とは何 7~＇散秘逍り、後のll;I具、
2026/01/18 れj攀町艮~J"' 訂[Ill';! め万を柑説

II行出速約Ila民党新紀桟に高iI5mml
2026/01/18 枕口市穫退事 柁児All県 出！

派閥？紀力鮎集？閲iI]早w1.i1＆人平のI

2026/01/10 二戸市は退峯 沢手以 → 後の焦点を/fl!llxlfJ日新間記がJし鮒説！

IC!院退2025]クラフで兄る 1沿去51

2026/01/25 洋1l!●JJ;;逍攀 む手以
5 選il)()'I別撞叫畑数

6 ドント方式とは 1lう）で分かる返叩1iil

2026/01/25 "1'liIig返Ill 忘911県

2..026/01一/25 
臼出民主父の91iik1』が始動 ！兌四i90)̀

め



ー, - ―̀ しよ ｀―‘ .....-,.. ~- .......'̀ ..........ーグ

2026/01/25 紀女BJl!liil鱗 三Ill以 ， 岡山市尺選手はJJ!臓と新人3名の軟い l 2026/01/25 伊i璽iI5預逍攀 漏E以

日1貨数 岡山~I応果追記I

2026/01/25 ． 雙9市l!l]j事 1,染Ill県 10 総／』代表匁百政出会投 政治i
2026/01/2S 姐IlliIIB返平 佐CIli1

はどう遇う 7 謹が1柑伯い？ ....  --------・ 

2026/01/25 久岱米市E返半 は岡ig
2026/01/25 滋谷iIia;l!や 墳玉県

2026/01/25 妬.J:IIJ!:逍學 は岡県
2026/01/25 籟郎市B退學 京都府

2026/01/25 五泉市丘退學 新泣HU
202Ci/O 1/25 あわら市口邁學 福井限

2026/01/25 北斗iIIL;]選半 北海ili
2026/01/25 多古町口選摩 千葉県

2026/01/25 名：IIi1屯畑攀 沖i罵臥
2026/01/25 巾土佐町1!1選半 惑9[l県

-- ---- ---

2026/01/25 八重漏町臣還半 沖遭口
2026/01/25 店順市畏逍攣 my“U県

2026/01/25 立山●IR逍學 賓山以
2026/01/25 津iti；員会以nill，，， 三!1l俎

2026/01/25 三量itiBili攣 量111v;1
2026/01/25 立山町讚会隕口退攣 克山県

---- -

2026/01/25 nt11市は退峯 大阪府
2026/01/25 三塁市濃令漏口逍攣 耐川限

ら

----
2026/01/25 “浦町Bi11峯 に取県

2026/01/25 碍浦町濯会濃U逍年 隅In嬢

---・---------·一•

2026/01/25 上富山町隕選攀 111改山県
2026/01/25 I;I布市謂会濃fl磁ぬ 庇児巳臥

2026/01/25 ，a祖市投選攣 詫児応出
2026/01/25 煉野市議会這U述事 佐f3出

2026/01/25 玖1床町戻lil奪i 大分巣
2026/01/25 箕LI！町m会t置『l選學 宮出梨

2026/01/25 養崖町丘選予 宮虹出
2026/01/25 本1王市償会頃n選攀 i9玉ll1

- ---・ 

2026/01/25 押川町丘選峯 J~玉！只
2026/01/25 罰収ii"員会瀑日選単 宮閲県

------------—·· • 

2026/01/25 木庄市J!I逍が l3玉県
2026/01/25 八重瀬町濯会濃U漏欠滋攀 沖＂以

2026/01/25 福見f市畏選事 静岡県
2026/01/25 名沢市繕会議91補欠；H攣 沖t置出

2026/01/25 .gm市lllil!II' 宮日以
2026/01/25 中土佐町t員会ぼ只出半 哀知県

• • • ー · •一

2026/01/25 紀宝町t員会tlllll渭欠道半 三蓋県
2026/01/25 多奴町良選半 三Ill県

2026/01/25 樽川町頃会絹U渭欠逍攣 93玉じ
2026/01/25 花轡市傾遺學 れ手ia

------... ------------------------

未定 憂濃加茂rt5口逍半 “口県
2026/01/25 ●峰方市口i59出 出Cll!I



未定 東洋●バ量介 選攣 嵩9n以

選挙 ::.,ト3
外、定 仁淀川町讚会漬員遍半 嵩911↓R

入t'1米d)it子は入力されてい9よい~も0)がわ り土 d .
実施選挙一覧 あなたの潤摩FI吝r9ですか；

合1'19)la生してもっと達しく． mJI、

庄ニム ＞ 遇寧スクジュール
1 fJ 3n 4月 59J 6月 7月 8月 9月 10月 111'1 12/J 

2月の..,,,56件

iH年ドットコム•C I3凋りtをオモシログを合1!1東に、より多 くの選平柑in ・政治・ボI~柑を阻tする日本11大Uの選ゆ・政沿・ぶlltNサイトです

2026/02/01 大台Blg退ぷ 三覧凩

2026/02/01 紀の11|9FR選平 和索山県

2026/02/01 糸nn5丘選峯 届9匂lII

配l薗 E 
未定 論m村L~退攣 崇al11

2026/02/01 

3
ド

2026/02/01 

東広印市良選単 広店隕

南城t1JIll退學 沖1̀県

2026/02/01 川口市長退半 j~玉l\:I

2026/02/01 打mlll町a遺攣 和改,u111

2026/02/01 天臼町Lぷ逍峯 宮閲itl

未―ぷ

＆
 

ぃ

用

ぃ

~
 ．

．

 

，．（水町圧逍半 石川l¥l

2026/02/01 

2026/02/01 

阿閲村畏逍攀 畏99以

王J11141日退攣 畏99出

2026/02/0l 志ni志9r,J!I選1;! 託児J.li阻

2026/02/01 枝皐itll!I選m 枝ら出

政'I/の売瀾なる→ii 麻生太Rゅ如
イヤルすごい（覧マイラー中村クミ1Ji
2) 

ti l 'II lii名とは何？射＇散紀如叫の··•'且，
め万セ射説

II氾出速t~I Iヨ民党9斤総l.tに高市m伯l
出！

2026/02/01 大台町頃会這1'1選攀 三山L―:

2026/02/01 糸ぬ市議会IIU選學 祖閂出

4 
派閥？松力紀矩？即Ii早田屁は人手のI
後の船点{i:~lf x ,)IJ日新間記ぢか鮒説！

5 
1鯰院退20251グラフで兄る l過去51

逍．iL¥{lt);,I!ii¥11却数

6 ドント方式とは？ lク）でう）かる近i‘}IIU

2026/02/01 9J田川町渭会tIU退が 和忠山以

．．． 
2026/02/01 

白山民主兌の新体割が始動！兌四IUUJI

め



2026/02/01 志布荘99III会濃日逍事 問児ml¥l

2026/02/01 ・ぼ町漏令漏日遺攣 宮閂l11

岡III市艮返'l'.I;t11/.職と新人3名の殻い！

9 B99宍 岡lll咲［に巣辺記J

10 
1£/,1 ・代表 ・兒百 ・政出会日・・ 政治l
はどう週う？ 泣が11111かい？

未ぷ iIII山町ぼ会漏l'I辺半 nげuam

未’ぷ松；ili市!;Jill卑 崎県

未定 松illlilH員会頃貝逍攀 伝玲凩

未定 紫波●JR選半 む手駐

2026/02/08 ,,1府町1i返寧 宮屈鼠

2026/02/08 際谷村Rill半 沖1昌lll

2026/02/0U ;1りl|IIi畏退學 賓山瓜

2026/02/08 津山市Bill學 閃山限

2026/02/08 荘l出揖JBiii攣 収しl

3
3
 

2026/02/00 と きかわIIJQ~J學 Ja玉県

2026/02/0H 匝1和1i艮遁攣 千稟県

2026/02/08 山口県知攀退り3 山口県

2026/02/08 水倶rIi!I退事 煎本県

2026/02/08 lo綺県知事遇平 関以

2026/02/15 日野市償会議日選攣 東京都

2026/02/15 ＊輿町：員会頃貝選ゆ 福岡n

2026/02/15 四Ui道,,,耀会頃日渭欠滋予 千菓県

未定 南円市填会躙口選攣 京都府

未定 潟上市[II会議U選が 秋rn以

未1” JJ1；邑Hill会鵬U返攣 /;1111(煤

2026/02/22 繁荘●JA選半 ill口出

2026/02/22 鸞荘町隕会議は出攣 滋口出

未定 日＂町 艮退平 烏lullil

未た・ とさがわflJ頃会t員口遺ゆ I3玉は

未定 fflll(JaJ濃会磁U返事 熊本以

米定 .J:1111町濃会濃“選平 山口以

未定 大野町畏斑摩 9文0以

未定 Jヽ9h3市議会II⑲攣 佐"llll

末定 みやき町1員会Inn;H界 佐四阻

x間来の道学は入力されていないじのがあります．

2026/02/0B G口県議会罐UI情欠逍半 Eにil11
必 ＞ 迅旱スケジコール

2026/02/08 若桜町隅会識口逍攣 l .• .ilu県

返がニドットコムで1:l噴坪をオモシログを合l'llt:1こ、 よりSくのi!i9出紺辺 ・政治潔情帽を1!1戟する日本旧大Uのi!i手 ・政泊家惰紺サイドCす

未u: f'部町J!l;jj讀 口森県

2026/02/15 字賛●Jlllitl'I' 福岡県

2026/02/』5 町田市JI逍學 東京都

2026/02/15 ＆浜市艮退學 滋rllll

2026/02/15 四19ii霞市に滋ろを 干aul



選挙 コI-3

実施選挙一厖 I ! 1, あなた!!lill雙区はとこヱ王た：

令Ht:n七してもっとi割しく 使91Jじ

191 2H 4月 5月 6n 7月 8月 9月 10n 11n 12n 

3月の逍tド43件

牙 応Ui1；に選学 茨虹

未辻： lll●J5渭學 茨紐

2026/03/08 洲本市E汎皐 兵llll以

未定 BJ田市鳩会躙U追ぬ 東京都

未走 永平守町111液序 揖井l¥l

Q 禾定 k£児~Ill会議n選ゆ 茨屁県

寸
未定： 金沢市塁退平 石川は

未定 貫浜町11会鑽H退學 橿井県

竺五9、:2026/03/15 宮石市し選出 濯にJ~.~!

202Ci/OJ/ 15 箕作市＆逍學 岡山県

2026/03/15 、と匁莉1濃会濃U返攣 ば岡以

政Wの充調なる一b¥.1 1!1生太郎0)ポj

未定 神忠内t!llil!皐 北渾む
イヤルすごい（只マイラー9194,Jクミ1J,
2) 

tiInjH名とは何？解散比如碑の11,1災、
未定 行し？市lllill平 ｛出悶只 め方を触況

II~果速紺I 自民党11i総 I＆に高市!i!lli l
未定 尖州市畏退攀 宕手以 出 1

派閻？ほ1］紀ll!？ 忘iIi阜臼屁拉人手のt

未定 命ケtmllに選攣 宕手駐 後の糾点を性Hxり189Ii間記切）潔説 l

II-'院iiJ2025)グラフで兄る l沿去51

＊定 輸巳市&ill攀 石Illl,J 5 選政克りりり11叫紅数

6 ドン ト方式とは？ I夕）でウ）かる逍:}ltiu

＊定 新冨町EM出 宮崎県

*'止'
自由民主j•lの9Ii体間が始動 ！ 況1!!l役0)'

め



ー、 `̂ -̀....――ヽ←・‘.,....,.... ・̂“̀......---.,. 

未定 洲本市濃会濃U汐（學 兵罪以 岡山市良返!l'IネJJ!騒と新人3名の軟い！

9 日1虹烹 IS)山~ I結果出記 I

未定 芦北町耀会議日選m 飩本出

未定 店HMI隕逍攀 茨虹県 10 じは／ど』う・代遁社う ？・5'ぶ百誼が政1沿関伯会い尺？ 政；組
未定 阿波市t員会頃n逍 ieB只

未定 士以町属選峯 北淘辺
入9、1)i(d)“¥U入9Jされていないものがわりよ9.

米―正― むかわ町口返峯 北：fij辺

玉 ＞ 潟亭スケジュール

2026/03/22 大田／；；；nIIii選攀 lb木以

2026/03/22 橋本市J~逍平 1U叡山県
ililj'iドットコムでは力坪をオモシログ を合I!!稟に、より多くの遁が糾追・政沿和肖恨を叫tする日木Ill大級の退卒・政沿沐情州サイトです

2026/03/22 戸田il,lii!l攀 )Q玉以

2026/03/22 戸rn市は全はniIi退攣 In玉県

米注 松川村環会濃日遇m 畏農9以 11園 口
未定 おいらせ町a選攣 阿森虹

未定 久虹i11E返學 宅手以

な 未定 束(Jl豆1f/J伝逍阜 i9図ほ

•- -・ ・ ・響一

未定 小油町隕選事 ll野県

末定 白頂●Jt塁会鐵日選"' 和改山凜

；k；；； 石川県知事退平 石川県

未定 西旧村は選子 i日島111

202(j/03/29 玉城町EU樟9 三位果

2026/0)/29 西宮市gili'.5! 兵Ill!県

202G/03/29 木更iむ17日逍出 千論lll

2026/03/29 木l1!澤ni:I会；目1!1漏欠ill享 千出県

米定 富山1サ璽退平 ti開l"

未芥 北秋m叫員会i出日山手 秋田県

米定 Wi幅市t●令北菖U滋5 出in曝



-,  ............, `—•ヽ し心 ログ9,_.,贔a, .......,̀ し̂ ,.....ピ'9

選挙ーコトコム 未辻＇ 小川村lll~i攀 畏＂ 以 岡山市／も選手はJJ!臓と新人3名の戟い ＇， E9J9京 lSJ山県 ［広出辿記l
未定 iliil!l ~J良選攀 ＂!:<I以 10 総は／どよう代遁表う？Sぶ誰3が政111¥a,I付会いR？ iJ(；坦

実施選挙一覧 I•· ， あなたの選雙区1公とこヱ丈た：
合nnu七してもっと渾しく，便f1JI,

沐定 倉吉市氏；；i半 鳥取屎

未辻＇ 大田市濃会議は返半 島根県

1n 2n 3n i 5月 6月 7月 8月 9n 10n 11r.J 1211 

4月の逍II'206iキ

•?c 
米定 稟山町kill攀 北溝迂

2026/0'1/12 名研iliGill4' 三llilll

禾定 合志ilil!II~_,學 熊木県

2026/0'1/ 12 みやこ町艮逍攣 櫂閂以
こーん・9，，91-こ

*•ぷ おおい町Bill學 福9tll,l

2026/04/12 浅口市1l1選事 l ~I山県

＊定 万瀑市日逍攀 東京ffll

2026/04/12 練店区1l1週寧 東

未定 押河•Ill会鵬U選攣 兵庫以

2026/0'1/12 hll須市U逍半 関玉虹

未込 i!!i米B』m沢序 宮に以

2026/04/12 名退市隕会讚U返攣 三m只

0 未定 辺子市ほ会鵬l'I選，，， 神な111111

゜
2026／田／12 浅口市”会這U返半 閃山県

未定 ~,須町a;u學 栃木以

2026/04/12 口根沢町頃会1傭口返學 栃木県

未i 91川村は退半 LIJ/1鴻

I | 採"用,,..'情RECU報RUIT ヽ 未定 下饗市民遺"' 茨収閑

*'正 日t11a1蟻会“U沼攣 大分llil

’ 遍•を i，っと A Eシロク』 未は 久米m旧］f員会tn員返辛 図山県
f:tt●に｀

未i: 日高町E逍學 北溝遇

米迂 応収市＆逍半 ぷIii県

*i  中央rIIII滋攣 山梨l1il

政柑の売潤／よろーbXI 麻生太郎の釦
未A; 弘前市＆選半 胄lll'

未定 .l:.m市E1;11寧 畏＂ 閑
イヤルすごい II.'マイラー中村クミカi
21 

未i 東みよし町lll返乎 知B県
tilリilH名とは何？射＇散秘逍年後の lzl比

来注： 隋閲町畏返半 糀本lll め万を解説

未定 枝章町畏遺攀 北濱迅

{lt.ll!速!NJ 自民党新総｝＆に高j但宵~I

*'定 門賛市1!1退皐 寓9U県 出！

禾定 ill東璽J良退m 岡山只

米守 日m町1ヽ糾●は遍峯 北溝遍

派閻？総力紀集内如,,早mt3社人手のI
4 後の焦点を印経xり1日新間記む）潔説！

未定 壬生●ll!I選學 栃木凩
I必に逍2025}グラフで見る 1過去51

斗り£ 北応 ,,瀑会濃は追皐 北溝遍
5 送・政克別撞i叩冗数

＊守 nm町Glillぶ 佐四県
6 ドント方式とは 91分で分かる逍叩叫

＊定 上田市1●会績U退ゆ 丘璽9隕

白由民主党の新体間が始動 ！兌四i如）I 未江 う 11 9KBr13 ；りI~ 佃本U
未定

め



未]-: 与謝llPJl!I選攣 京即府 2026/04/19 豊中市畏選寧 大ぽ,ra

未定 京郡IH知事選"' 双l!JrJ 2026/04/19 栃木市畏泊李 栃木只

未定 桟祐町瓜会饂且選手 北溝辺 20 26/0,,/ 19 久●市反；l!手 j~玉県

＊九： 和水111Jt員会填l'.l選學 ,m本県 2026／が1／19 上り！町藷退峯 J9玉県

未’ぷ 壬生●9濃会illU沼攣 栃木以 2026/04/19 山武市只退寧 干拭以

未定 "[lJ町11会●U選峯 佐釘賊 2026/0'1/19 栃木市1l会鵬U送攣 栃木県

----・・------・・・・・-・ 

未定 古野ヶ出町識会！I貝通攣 佐凶貼 2026／叩／19 上出町t1企議員遍學 墳玉凩

未定 況凶市讚会1111'1逍學 佐口出 未定 下ti:illll会議l'l,i攣 山口以

未定 門州JIIサ員会濃口退序 店知県 2026／04/19 須忠町濯会“n情欠遺ぶ 渭l均凩

5卜止 与謝”"II"会i"ri週攣 京郁9/iJ 2026/04/19 璽9hnn置：：：：!IJコ渭欠遺攣 大阪府

玲士 東みよし町瀑会議日選攀 憶.'2111 2026/04/19 久を市！員会はU逍攀 J.j玉

..  ・ •-· 

凶

ヽ
米定 三好市！員会ilu返m !!I屈県 2026／的／19 近江八帽『団員会頃は浦欠道攣 滋l'i以

•ー・-·ー..—- -• 一

未定 七飯町艮出學 北溝辺 未定 多席市喪逍囀： 東京仰

,,,定 金at町Il!lil!ぬ 沖t̀凩 ＊定 サ；広市襲選ゆ 北溝氾

未定 竹序員)!<ill/I! 沖渇囚 未定 門川町G退手 宮的俎

米疋 古野ヶ出町11遁攣 佐は阻 未辻' 市IIIt11日逍攀 干巣只

＊定 榜火町頃会瀑U退ぬ 閃山隈 *•ょ· 馬屈村ば逍単 応90県

未定 日高村濃会濃iJ逍攣 烹911鼠 未定 出此iIiII会濃U逍攣 秋田臥

2026/04/19 近江rI帽市良斑攣 滋四以 未定 憤之比●1讚会t賃員選攣 lill11f..l出

未・止： 西川町に退ぬ 山形県 未i・ 東白lllf,)E遍半 岐白県

2026/04/19 璽麻市騒選學 IS閂姐 未定 五nurt9B滋序 茨は県

•ー·· • • •. -- --

2026/04/19 ,llll!!WJQ逍攣 船岡臥 ;1J定 能代市伝汎U針 秋ml\•I

.. --・..- ---.. ・ 

未定 拉子・目JE退平 栃木以 米定 刃爺公町且遺出 北濱辺



未定 名寄；＂畏潟ゆ 北漏記 ＊正 節代市ほ会置l'l道攣 秋田以

未定 ..t砂Ill●Ja返平 北潅迅 未定 八躇•n員会濯l'l近年 秋田↓R

未定 安平町且選手 北溝迫 未定 むかわ町！員会隕lilill'l¥ 北溝迅

未定 新ひだか町反退攣 北淘辺 斗定 安平●／i員会隕日選攣 北渭

未庄 大空●ISi11攀 北淘逼 未•J 新ひだか町議会濃むII攣 北涌通

未定 餅倉ill!;:返挙 漏岡隕 未定 大空町！員会鵬U返半 北潟ii:I

未定 罵郁市1J1返李 富山la 未定 天聾市濯会議目選攣 II§本以

未定 富図91i畏選攣 訊罰臥 未定 ば川町1員会綱U出攣 霧111111

未n: 安999市畏選序 t1約lll 未定 まんのう町1l1会t置口遺半 i'¥111県

未止・ みどり市B選印 ttrg以 未辻 El光市讚会隕n退學 栃木民~

*'ぶ 小豆閲err.選事 丙Ill↓g ;9ii: 北名古塵市“会漬は選ぶ 製ヽ llほ

知 氷u: ば川町E選平 l'illl県 未定 出水市濃会直は逍學 ni}』態巣
ゃ

未定 まんのう町長近年 口川県 未定 110町攣会濃Uij攣 庇児島囚

未定 出水市畏選出 Ill!児E出 沐定 国東市鐵会議U選峯 大分悶

未定 ll!在饗町＆遺予 ""ni，1 末定 神JQ「r,111会這日選手 佐岱姐

＊は £l!el•Jfiiil!攣 L門児慮駐 未は 小豆島町：員会1員口ill攀 OIll県

·-··—· •一

＊定 北名古隕市は選出 公90攘 未定 市贋庇9田員会直日迫峯 千策環

未定 小林市Giii攣 宮団以 未定 山形村！員会議口滋攣 口”県

—·へ→---··—··-·-····•一ー

;9ミ定 内"'t引市隕選亭 干柔以 未定 坂井市！員会議員選攀 1a井ii

牙5i: 坂91市E潟半 la井以 未定 庇紐rtiS逍半 沃戟限

未定 四万十町贔遺學 高知県 未定 曰出町畏滋學 山形l¥l

．． 

未辻 羹店「Iilit会議U沿攣 徳癌ほ *i: 潰償町liill攀 石IlliR

岐Clllil 未定 閑以市に退半 1111児烏姐



未定 あま市II潟攣 内クn~ 分Ji• 中土市畏漬攀 r,!1本片

----------

未定 東金ifiGI選出 千葉は 未定 河内良野市遺会t員n逍學 大阪府

未定 u,元町gil.", 立りぶ員 未定 Ul所ftT！員会頃は選ゆ 茄良り

禾定 日士11191讚会！員員選単 山梨県 未定 井手町II会濃員謝峯 京都府

刃aa: m良市濯t会讚U辺攣 行yu、]以 ,td: 小蔓玉市口迅m 茨虹l',!

未定 越911町口逍攣 烹91IIll 未定 加東市llli1J峯 J'll,県

“●- -臀•--・・- ・ ・呵---- --- --・・・・・・・..... 

未定 四万十市濃会頃員遺攣 烹9n↓q 米定 畏野原町畏遺攣 t1罵以

- -- + ――  

2026／04/26 つくばみらい市償逍攣 沃U凩 未定 市会漑町畏選攣 I5島県

未定 佐井村良遺3 冑m以 未定 伊B9ftIR退平 は99駐

人A 浜"B9町氏選攣 北淘辺 未止' 隋円919111退攣 京都府

2026パ>4/26 ；；；僚市E逍攣 iaI悶以 未定 香取市口退ぬ 千填鼠

••• -•一-·-•-雫`• •一—---- ------

（ 未定 澤窃市口逍9 汲in111 未定 大囚市口選m 宮虹巣

一
. -......・・・-・・--.. 

未定 fll万!ll’"lllil!學 佐£Illl ＊定 気仙沼市傾選學 宮祖臥

2026/04/26 山口市遺会ほU涵攣 lll口以 未定 i)llJll市露会IIU返平 l!lllll,J 

未定 東西991g:JI会mu遇學 奈a以 未定 平谷村m会譲口遇平 反IJ臥

202G/0'1/26 小"it;9員会11口選攀 擢岡県 未正： 大miIlIn会1覆“選攣 宮りaa

2026／的／26 うきは市渥会1員U退単 福岡県 ＊定 虹仙沼i阻量会liiは逍學 宮虹

米定 臼和,,遭会濃U選攣 大分県 未定 向牧村は逍攀 m属県

未定 西仰市慮会議il沢序 ：ゞ＇q以 未定 n田町籟；；U學 *II京山以

2026／04/26 荻 『1H量会畢U逍半 山口悶 未辻＇ 宮占iij濃会議日返半 岩手只

長田県 未定 八II平市”会！員貝出學 岩手県

未止 沼場Innる選峯 胡岡県 未定 間伊釣町隕会ll1日逍半 三編以

未定 昭和村RjHぬ 濯烏隕 *3E 熊野市1員会議口退事 三髭lll



＊定 仙北市議会鵬R訊攣 秋m県 *1 田村市饂会•l'I潤攣 褐S駐

斗、定 にかほ市隕会渭員逍學 秋111111 ；に定 溝れl"un員会Ill員選攣 島柑旧

未定 三条iIlrII会瓢U退が 斬出県 未定 鯰西市［員会鵬f.l選學 応Mai!

米定 たつの市讃会1員口ill學 兵庫県 米定 閉i9前町濱会t員Pill岸 橿m,;i

牙：・正 佐Ill町議会議U逍皐 兵庫出 Y. t,1!-kのる年は入力されていないものがありu：す．

未定 士Eirli讚会鵬U耐攣 北淘返

王 ＞“mスケジ4ール

＊定 費出町攣会識日耐攣 熊本以

未定 キ叫iI]Ill会Ill員沢攣 ral本県 返mドットコムでは凋手をオモシログを合●釦こ より多くの選m."旧・辿力iぷimm浪祉する日木扇大級の返子・ は治家11'itfJ.リイドc1・

未定 東鴫村；員会“U選序 氾ビ」↓II

米 藤技市！員会t員日退攣 ,.,,岡出

未五 伊閃公市濃会i員aiii攣 訂鳩… m匿 口
天 未定 ljl斐il;:I会議；；耐"' 山梨闊

ぐ

未定 999るJIII町1●会隕員iil攣 届木鼠

未定 999月93III市！員会讚U遥攣 枷木閉

未定 下Illi1ii置会tll'l汎序 梱木~I

未；；； 日高Ill日」11会：＂遥攀 和歌山県

＊定 渭iniMI会繊lcl逍學 公9D県

＊疋 niIllit]譲会議U；；；攣 9箕児JII!県

外3定 ＂付町 繊会11lt耐攣 1/11児C以

紅 漏miti議会露日退阜 和改山以

未定 行日E9itl置会渭貝iii阜 鳩玉県

未U 桟父市直会鵬U逍単 J33i闊

未定 伊遁市隕会璽ui!t攣 慣烏県



ー9 -......,....、 ―"-2曾上り・ .....’’̀―̀ ←‘~‘ 

選挙 ＝29卜3U ＊；；； 賣古99911lliH攀 染囚l礼 岡山市艮逍年1ネ駐臓と新人3名の嗽い l， Bl~!\'i ISi山~ ltl果追記l

未定 費波町頃会llltl退學 褐！3県 総／＆ 代表 )'11'.i 政L1会l'1 故沿9
10 はどう遁う？ 雄がlffl伯い？

実施選挙一踪 I V, 
あなた9Jill甕区1;1;1;.,3:丈た：

会Hnn七してもっと遂しく` 佼91JK
未定 ;Ii忠町讚会ほ口選半 t包は限

+ •一一—. ---

未辻 万良99ifiE選半 北洵辺

1n 2n 3JJ 4n 6n 7n 8月 99」 10JJ 11F』 12,1

5月の逍洋 52件
_?~ 

未定 I(FI97Fr員会隕U返攣 広閲臥

未走 上な田町漬会i員“追半 和欧山県

末定 が1中市畏選ポ 広屈只
.冒・ • -

と ＊定 三l直町擾逍攀 秋田県

＊正 与那／；；；UJRill!II 沖9舅県 11!1はこぢ

未定 i1.IB9JR;H事 1'1111隕

＊定 丘生村ti会漬日選峯 千nuu

北 八il11町良逍學 累旧以

＊定 土佐rIIII会這日選攣 高AIl以

朱定 矢Ill町艮ill昂 l~I山以

未正 益屈町隕沢出 熊本県

未定 大洲市gill峯 関は以

メ 未1: 』よ内村I員会鵬日選學 問本県

~‘̀  
未定 ~,凶勝渭IIJ＆逍年 和歌1J1ill

未定 小谷村{R会コ員退巾 g"以

未定 矢lllliJII会馘口iiiゆ 閃山県

未定 m!I.¥JJ;1町艮iii船 沖縄県

1| 採 ,"帽 用，卜， 情RECU報RUIT ヽ 未定 尿r々liIIII退事 大阪府

未定 mrnm1五辺事 81関lll

’遍●＊ しっとA•E シ ロクJ 未注＇ 栄町屈遺學 千は県
f:: ft●に．，

未辻' 独岡市広逍峯 n911J県 I •— 

米定 泉佐野,t,111会t員Ui杜ド 大阪府

未定 錆通守III晨返峯 鬱川県

政'IIの売麗なる→知 1l1生太日ゆ叩
,,,;e 松山市t員会濃U選単 gulltlf 

未定 日円町11退學 和訳11叫
イヤルすごい（塁マイラー中村クミカK
2) 

未は 寄田町只迫學 緊91llR
nl川H名とは何？射＇散総逍半lliIJ)i諏；

未注＇ 阿闇町R退卒 ll119l¥l め万を1i/説

米定 口J璽町日逍攣 宮虹県

II百屎速鉗I自民党祈紀1.t1こ碍市早O'il
未定 久米日町B選學 沖9苔県 出！

未定 ＂日井市贔選m 羹良IIi1
派閥？13カ紀梨？器t1]平田i3註人手のI

未•J’ さぬきiI屯遺攣 円川県 4 iとの糾点を性鼻lxQIJ日新聞記郡I鮒説 ！

＊定 石愕IIl:l1会濃出返學 宮虹県
I ~粽逍2025) グラフで兄る 1 過去51

未正 屁巴i"B逍駆 佐四県
5 返政克別！II討⑮数

未定 五ヶ潤1!lJほ遺學 宮崎県
6 ドント方式とは？1分で分かる逍約11!!

＊定 九9豆山nnる選組 311ポ山以

自出民主党の9斤体切が始動！ 克四役0)i 未几 濾mmm 虚 In干U3
未ぶ

，，） 



未芹 濱士畠JR潟攀 巴9U以

未定 岩手町R潟攣 岩手只

未定 軍l'1馘911i遺平 秋m県

未定 椙輿町艮退彰 兵庫県

未定 琴平町61選事 II /Ill~ 

未定 三糧町議会●U返半 秋田以

未定 幻池市霜会•tllll攣 閥本凩

未定 偏印ilj讚会議員沢攣 団山県

未定 野IU>lll員会illn退序 千漏県

＊と 鴨lln!う911会“nii.I攣 千菓臥

＊込~ 江渾市滋介瀑日選攀 “luI¥ 

... ··••一.. ---

→ 入｀＇米の遺~l:l入力されていはいじのがありま●● ●

ド
巫 ＞ 遇子スケジュール

選挙::,I-コ

実施選挙一踪 あなたの嗣學FIこr,→ですか；
公"!llH:して6つと渾しく・ im,jl .• 

1n 2月 3n 4月 5n 71-J 8月 9月 10,i 111-J 12n 

6月の返年 22件

未定 上ノ1!l町塁退峯 北；lj)II

米込 賣滋1県知事潟阜 新潟県

＊定 珠洲imる選半 石川凩

未定 羽生市口退攣 lQ玉 ~'l

未；；； 納口町Rik平 山県

；U平ドットコムでは1位仕オモシロク”仕合 1'1 11: 1 こ．より多くの遁中恨旧 ・ 政治冥情情を旧較する日本昂大糾の;1(/f,•iクむ賓叩砂イトです

未定 小川町畏逍平 j3玉

未定

2026/06/14 

2026/06/14 

東京＂

S崎県

し鯰以

＊疋 野辺1111161辺半 豪以以 一、
-

UIT

屈
の

UR

幸
四

一

と

一

ー

●

情

れ

'̀
-

ト
用
ぃ
ニ

品
沐
＂
~一

未定 防府市墨選攀 山口以

未定 m.t町畏遁攀 新潟出

m園 口
未注： 迂；niド損潟1JS 宮囚ln

未定 印石町11退攣 襦111鼠

政Wのll'l胴なる一松！ 麻生太郎の亨；
イヤルすごい（塁マイラー巾村クミカi

2) 

ti991JH名とは何？州徹総逍半後の1£1比
め万を解説

1結果遠鉗I自民党Iii総Iぶこ潟市m伽
出！

未定 鋭川町は週峯 神灰1111¥l

未正 奈半算IJJJf;l逍皐 屈9U以

派閻？比1Jは集？ /,1¥;t;Qlill切は人手のI
4 

後の焦点を触llx ~I日新聞記ぢが鮒説 I

5 
［な院迫2025] グラフ•C兄る 1 過去SI

選・政）t）月り賃i出員数

6 ドント方式とは？ Iウ）でク）かるii平Jilu
＊定

未注

大竹91"3Ui攣 ／；；ぬ県

自由民主Slの新i"』が始動 ！克l!!ll位U)I
u, 



未iE 米子99i鵬会濃U涵攣 膚印以

選挙＇コトコ
未定 庄内町湛会直t1沢攣 山形以

岡山市R逍lill;tll!臓と新人3名の軟い＇

9 日,~票 岡山~I紀叫正記I

10 
総／』・代'il1・兌百． i1l1出会G・・・ 政治l

はどう遁う？ 憧Ifut伯い？

未定 、 191111 豆旧Jt買会l~ l'I；；·t半 石IIILn 実施選挙一覧 わなたのill攣FI笞どこですか’
公n991・，七して6っと凍しく． 使I'll、

未定 二本松9n濃出11貝退ゆ 12鰯県

1月 2月 3n 4F1 5I1 69 8,i 9n 10n 11n 1211 
x祁米の潟巾1•I入力さ．nていないじのIIあり訳す．

7月の逍年40件

出ニム ＞ 遁界スクジュール

i91予ドットコムで11VI年仕ォモシログ仕合霞瓜1こ．より多くのi"手悧道 ・11i治事1nfflを用該する8』：后大紐の渭年・仕泊京inffiりイトです

丈
3

m園 口

未定 宮渾il"日退ぬ 京都府

未定 C,I江十Ja汎學 沖I"Ill

＊定 神戸町G逍學 絨点阻

未定 六ヶ所村口道攣 冑mu

*" 
大"TIiBiii學 1/i1nIll 

未定 五所／111,1市llill半 冑森県

未定 津iti●IB退序 新出点

未定 加古IIInn出選平 只ば県
l ．ヽ ．・し RECURUITヽ

未定 宮濾市濃会虞U逍年 双伽府
I ・▼ ●．．．ー ・・ ．報

ンn9』

未ん・ 杉並区R逍半 東京椛 l——•一

未正 鳩111IIJ畏辺攣 兵庫

政Wの売麗なる一bXI 麻生太郎のlf:J

未定 大IJ市畏ill攣 墨99氏
イヤルリごい（豊マイラー’",Jクミカi

2) 

nI"J和名とは何？片散紀血嘩IJ)ll;I出、
未定 立川市111a11員選平 東京鱈 め万を紹出

IIZ出速柑1自民党祈駐湛1こ高i阻nffll
未定 叫 nIII退事 臼柑Ill 出！

派閲？比力紹虻？忘市早mI£1＆人引のI

未定 鳥石市r.lill學 tllnt¥t 4 後の体点を触鳥IX 付113~i lllliiむが鮒説 l

II.'院逍2025)グラフで兄る II逹 51

未込 サ蘊町E道皐 北凋遍
5 選 ilJ().t);,I衡叫A沿数

6 ドン ト方式とは？ lク）でク）かる船Plliu
＊定 茂木町后退Ill 届木以

未山
白出民主党の新体Uが始動！ lゞ四役0)i

め



必 ＞ 漬序スグジュール

未i: 山北町11逍攣 神奈Ill県

未定 大19慎Jll;tilll 丘以

， 岡山市1ぶ逍年は現臓と新人3名の載い 1
日1虹只 ISJIII県は；以氾記】

10 
総I．し・代表・ 克ロ・政出会l；；… 故沿i
はどう遁う？ 謙が111¥iれI? 迫辛ドットコムで1l"逍半せオモシログセ合言..,こ．より多くの選干柑il1．政治11<1"柑を旧IJiする日本口大船の道年・政治加碑サイトで1―

未定 渭布市塁選挙 東5(‘’

未辻' i0江市C:111攀 東点福

未迂~ 沿田町i員会緬は選攣 福岡以

m園口
未i かすみがうらII屯逍事 茨城凩

*1 l11万部町B逍攣 北；mn

未定 梨m町畏illltl 宮虹県

禾i 今り,1 •1 ra選事 胄m以

未定 あさる昼,,国員会讚nitt ll!京舒

米定 加古11|iii議会隕uiil峯 兵／潅臥

大
女

未I 沼OO町濯会識U逍摩 出IIJ<l¥l

禾定 かつらきliJII会瑾口退攣 和改山県

未定 本山町ほ会犀ni!I攣 石知県

未込 11'1陽iIiaIH學 山形県

未定 姐前市讚会直U逍平 福井県

SI孔E 西原村丘退拳 熊本県

未注' 鴻巣Tfl図逍5t I~玉県

未迂 多炊町頃会1員口逍攣 三重県

未定 托轡市；員会ば日選りt 岩手凩

斗、定 畏浜市t量会ill員選ゆ :!lE9県

＊守 永平古UIt1会t員は退攣 襦井県

~,心いの退年は入9)されていはいむDI心りよl ,



一ヽ .........、佑・一 9 ....̀..呵 →ヽー ・̂"̀..........□ .. 

選挙・コI-コ *"' 
五西村II会Ill口近寧 高知県 ， 閾11Jilils選mは現臓と新人3名0)暇い 1

日1R京は1IIIiR ［に出辺記I

未定 ~,11 1 ●I畏辺印 ぽ●l¥l 10 総ははどう代週表う 9ゞmはlh政沿出付会いl；；？●● l.l<;rn 

実施選挙一覧
あなたの潤攀口はPこですか：

h, 
会日t211セしてもっと濠しく．使91JI;

未定 ,,りIIHぼ分ほ日選挙 aIJ県

未止・

駅湿下—‘·置'I：ヤ ・漬去'9»畜；
lil改山市口退ゆ lII改lll県

1n 2n 3月 4月 5月 6n 7n 91-J 1 O,:i 11 r』 12t1

8月の逍lj132件
未定 小ln市反退攣 北渭道

矛定 ,u立「I渭会““道事 製SUlll

未定 山江l"引退阜 熊本県

＊定 平泉町艮退攣 む手以

未山＇ 女I●町5退學 染aIll

未定 寄店町＂還事 la玉県

＊定 東松山市G選阜 JQ玉惧

牙dE 勝浦市隕遺學 千・J:I悶

禾定 iB江町口逍攣 櫂Ill以

未定 隋大東i-11ft会imui!l學 沖旧以

*•ぷ 下＂市 艮潤序 栃木以

未定 ぐ月日SJII会議U週攣 nIII以

寸ミ 未定 常は太田市繊会濯n;11攣 茨は県

゜
未正 入●町じ逍半 は•UI囚

禾定 力は大宮市慣会1員l"I遁攣 茨B1出

未定 Ill99県911叩遺峯 畏1J県

未正 白田ua渭學 日99県 I 1• ト RECURUIT

未定 杉戸町し選半 l~玉臥
，採用情報

未定 ぼ閉m鱗会•l'I選ゆ 只郁府

>. t,l.:.+~の選り1は入力されてい9J.いものlfJ,Jり出す．

＊込~ 江茫BJ/;)逍半 北凋ll1

未定 1文別市濯会漏Ulii攣 北；“辺
ili:L>> 潟亭スクジ．』ール

政Wの売閥なる一舷！ 麻生太郎の言；

未定 玄溝璽JIIX學 佐賀梨
イヤルすごい（雰マイラー中村クミカi•

2) 
退甲ドッ トコムで,~”退中とオモシログを合目哀1こ．より多 くの遺平帳瓜匹渾1"旺叫iする日木11大Uの遺悴故沿家1“飢9イトです

t暉旧名とは何？Ii,'散総返手後のI別別l!Ji.;
禾定 ＊れ●Ji員会II員選m 北漏ill め万セ駅出

＂百出速 Ihl自民党新総9.tに高市mmr
未定 慮花沢市艮選皐 IlIII分県 出 1

未守 甕mAggill単 伝＂鼠

派閥718カ紀集？品iIi早田総む人事のl
4 後の糾点を/f.llxQIJ日新聞記ぢ9J9鮒ii!!

未正 嬉!{{{II濃会11U選皐 高911iR

II.¥院逍202sJグラフで兄る IJi去51
5 逍llt),Iけ11撞叫駆数

6 ドント方式とは？ I~）でク）かる返手luit

＊定 訟m~r~iil攣 冑森県

日出民主）．iの新体関が始動！克1!!11知の9
未迷

め



選挙＇コI-3

実施選挙一覧 あなたの潤響FIヽr，ーですか；
会日99lA七してもっと渾しく． ＂＇，J1.

1n 2月 3月 4n 5n 6n 7月 8n 10,,1 11月 12n

9月の逍'l'711牛

下
6

未定 Jヽヽ矢郎iIii員分1員口選學 i::,1,隕

斗這： あきる野市g選攣 庫京憫

＊定 日山市圧逍拳 伎攣Ill

未定 ほ！胆IR!U攣 新iH臥

未L 余市町畏出學 北溝辺

未定 東捐市鰻退攣 山形県

未定 f'I III県知•選平 1'1川県

丸、注： 土佐用水市●会償出退平 哀知県

I 1 採~ 用c<I- 情RECU報RUIT り
未定 新庄村L,ijJ/11 団山以

’迅●を ',.Jと才 Lシロク』
ヤit畢I,:

未止 ＂属町反逍拳 臼岡以
l _ _ 

未i 霞手冒JII滋皐 旧悶以

政Hの売関1．渇 一!XI 111生太郎の京）

未定 日砂ill燿会紐n選攣 兵庫坦
イヤルすごい（塑マイラー叫•Jクミカi
2) 

日班指名とは何？鮒散\~逍年後のI別1児，
未定 女芸,r,111会濃日選平 闊JUほ め方を似出

II氾出連位IIJ~党新紀／＆に高it9mMI
；に定 三脱町鵬会濃U遇寧 宮勾県 出 ！

未定 g柄町は退彫 千縞以
4 派1女閥の焦？1点31,&Jい控紅集x？り忘1日il；9年ji間田記ISt1桟1人J1柑手説のI！ 

［お仄退2025]グラフで兄る 1沿却I

未定 松尿市議会議U辺學 大『119F]
5 選 政Si)i,Iり曾iり汲店数

6 ドント方式とは？ I ク）でう）かる~(!~JIi i,!

＊定 ”溝1I9E潟攣 静岡県

未・庄
自山民主i'との9/i体れが始動！立四役0)$
，，， 



ー9 L^  ̀―̀‘._、....“'‘”........ -・’̀に^ ｀― □•9 

未定 菓口浦村艮近岨 新]JIii 岡山市r,!ill!J'I;tlu職と新人3名の軟い 1
9 日l虹烹 岡山litI知辿3記］

未"' 南国原9りぼ会t員l'I選攣 沖UiJ/,I

未定 井厖市艮逍辮 IXIJll以 1 総／＆代杖 兜nil.1!i,J会艮 政治l 未定 ｛｝りI村l員会議只選學 沖1暑只

ぱどう遺う？ 雌が1沿伯い？ ．．ー・雫・ -・・・---·---••一

未定 交野市畏通拳 大阪府
未定 粟国かJ：員会議n選半 沖i羅限

＊辻・ 中島村g逍1jl ほ島県
未注： 与那Ill町！員会頂民週攀 沖i亀巣

禾疋 川視町し選攣 丘印県
未＇ぷ ＂足名9む員令濃U遺ふ 沖1ti¥l

米・止 城且頂JE選卒 汝bぶH
米定 大11味村II会償Ul!i半 沖I璽賊

＊定 {JIJi¥名村liiU攀 沖鳩以
未定 ロ野；町1,111会隕RiII半 沖I還臥

未定 ＊間町ほ返攣 沖i員県
未定 国賊村t員会濃員述攀 沖ぼ以

未定 出出：：町良遇學 島出以
未定 東村ぼ会lltl退平 沖1璽以

未定 波佐只,Elli逍巾 日mi札 米注 忠納村11会頃U返攣 沖i9臥

未定 三1l11●JE選學 宮崎出
未a 宜，；；；村議会漬U選攀 沖鳩以

干ミ

一
未定 七ヶ割rJGl選學 宮は以

未定 北中域村讀会濯囚道事 沖渇県

-----------------..... ---.-』・.・
・・ •- -—ー· •-· ・ ••--· 

未定 桜川市1直会講日選攣 茨は県
未定 ,,,~村讚会繊I-i返阜 沖川以

米定 北大東9"畠会111'1退半 沖9璽以
未定 西原町讃会燿U返攣 沖鳩瓜

未定 門賛↑9i讚会虚U述半 寓911県
未定 温罵散村謂会：na選學 沖I塁しば

未定 七ケm1!J凛会渭U逍序 宮虹以
斗d£ i必I:J9ゑ111員会：I口選攀 沖鳩困

1Jむ 11i地町E退峯 担ll1只
＊定 北谷町罐会瀑U選半 沖川県

•-----·--—-•一•—------.. -

未辻 名i塩i1"員会議U返小 沖鳩県
未1 渡名覇村濯会漬Hiii挙 沖i員県

未定 沖縄市1'会緬口辺攣 沖縄県
未定 ii'平1d91：員会頃Uiun 沖nl¥l

未定 八重illl町濯会漬Rill巾 沖褐以
禾瓦： 今枯仁村ぽ会滋l'I迫半 沖M！↓q

未定 ほ谷村瀑［会瀑日選阜 沖鳩県
未定 椙磁市長選3 北淘父

未守 石9且市1●会瀑U選予 沖i,凩
未辻： 沖鳩以知工選攣 沖頂以

未定 ゲr鵞'Iii「t髯今這U滋記 滋りI'"'
未定 贔1斤町口退攣 憧島県



未定 神渾B9JII漬攣 軍京鱈

--

＊定

選挙 コト3
瀑以浜BJQif!I峯 黙111<は

未定 塩尻市丘以序 扇"Ill 実施選挙一賀 朽なたのill寧FI笞r，→ですが
2H""七して9うつとi集しく．使9,JI;

米定 東北町！員会IIU選攣 冑森凩

未正 比内rrIll介讚U遅皐 新辺以
1n 2月 39J 4月 5n 6/:1 7月 8n 9n 11月 1299

10月の込巾419干

未定 館1~m11企●口選攣 訂薦県

未定 市川三”町11会渭員選攀 LLI製県
未定 鶴罵市11渇峯 樗5：以

xt1火の道子は入力されていはい6のIfめります．
未出 みなかみ町這会渭員潟學 ’"’U 

＊定 "ヽ川町E逍學 J9玉以

ム＝ム ＞ in攣スク ジ1ール
未定 上置／E湛攣 山91;IU

五やドットコムでは”五やセオモシログを台古1"' 1こ、より多く U)迅やHi辺 ー 政ょ·ぶ渭州を111,n•る日木閉大級の；；；qi・政沿事情什9サイ トです
未山 大u,.1:,111逍學 沖nlll

茫
｝

未定 がII元町11公織日潟攣 北漏旧

禾定 u,浜町員遺攣 三●県

未定 河漏111J頃会●員選皐 ＂悶

＇ 
園 ロ

未定 枢tVIIt員会虞t』選畢 n岡虹

未山 久濃bll茂市は会t霞U逍心 仮＾隕 一、
-

UIT

屈
5

-

R

土
士
、
ロ

u

,
 

I

REC

慨
Aとを

1

二
用
い
-
J

ご
採
ぶ

＊込 幻“99畏滋攀 鼎本県

未定 木nJ村長退攀 畏II以

未定 字多渾町畏ii!平 門川只

未定 退事 沖鳩

政WO渾閾Iぶる一IXI 麻生太郎の京J
イヤルすごい（覧マイラー！叩クミカi

21 

↑jl"旧名とは何？lillllill!返年i知のi別I皇、

め万€似出

U涅国1HI自民党Wi,fl!Iぶこ濶市!;!Ml
出！

未1: Iii}木Ill

米正 ！り111市讚会1111辺攣 は閃l'J

4 
叩 U？比力結集1芯IIimm比は人ネのI
iとの船点を性＂遠 1日新聞記'b9JIh咄 I

5 
[ &;"'追2025] グラフでl認 I~紐'5 1

返・政）•i)]り！jji出血数

6 ドント方式とは ？,;)でク）かる返浮IIIU
＊定

＊正

禰茶町E出學 北溝遍

自由民主Sとの新体間が飴動 1克l!!ll如）』
め



v,  .... ` ̀  ̀―ヽ 釦＾ヽ 一‘`コし99.. .....,,疇し←し—口ユ’

未正 日之影町讀勾•H追平 宮閃以 岡山市／む選手は!)!臓と新人3名の戟い！
9 El l~烹 岡山県 1知郎[l記】

王 ＞ 追叩スケジュール

未定 三木町隕道攣 霞川県 10 総はIどtう・代遁杖う？・党口随/f政l町はりれ会い良？ 政治l

未定 上111!町畏逍半 山口lQ 返半ドットコムでは“返年をオモシロク冷合言輩に．より多くの如碩／追・政治漱渭恨を出載する日本1i1大l,1の返嘉政沿恥輝リイトです

未i ”tm1県会濃11滋半 寓山り

未辻： 大山勾●J讀会1員日選學 京都府

未辻‘ 八丈町ほ会這口選半 東以祁

m園 口
＊定 Ill西市良出半 只1帽駐

未定 みなかみ19lll選攣 ’"日県

,,,;i; みやま市艮選r,. la閂以

未定 飯山市a山阜 li"凩

未疋 Ill西市讀会讚U選峯 兵1尋臥

ナ
---0 未止 菜IJnniII会隅IbiilJ皐 1日玉県

未定 は加市l!li!I事 '~玉県

未定 浅川町隕ii!事 福1;1戯

朱正 召渾iIi隕iil攣 干公県

米定 違I'/市讚会虚員近小 岩手l¥l

＊止 f6山市霞会慮U逍半 三il!J.I

朱ん＇ 蕉m11会讃口返攣 新}J県

米定 拙璧町t員会遁口逍攣 石川県

未定 加東市；R会漬口斑平 兵庫臥

未定 烈899田員会濃U遅ゆ 石山県

未守 匝Ill市；R会直U選予 千頑凩

未；；； ぬruilit鵞令“U潰売 山口頃



表示件数：10件 v 表示件数：10件 、・

ふ，湘へ II ! 2 1: 3 ii 4 5 I 6 I 7 II 8 II次へII最終

L07930140東京地方該判所令和6年（特わ）第44号

〇 公靡選学法違反被告墳件

令和6年6月14日

L07930125東京地方裁判所令和6年（特わ）第203号

〇 公牒選挙法違反被告填件

令和6年5月28日

L0796000I煕取問玩拡判所令和5年（ろ）第1与
〇 公譴還辛法遵反被告事件

令和6年1月31日

L0792007B福岡嵩等註判所令105年（う）第289号

〇 公n選挙法速反被告事件
令和6年1月23日

L07851321熊本地方註判所令和5年（わ）第244号

U 公靡選学法違反被告事件
令和5年11月21日

笞

検索結果 72件

L07851219千葉地方数判所令和5年（わ）第777号、令和5年（わ）第908号、令和5年（わ）第1111号

口 公讚選竿法違反被告事件

令和5年10月31日

L07851095広島地方裁判所令和4年（わ）第122号

〇 公牒選挙法違反彼告事件

令和5年10月318

L0785109G広島地方裁判所令和4年（わ）第120号

〇 公讃遺栄法遵反被告事件

令和5年10月31日

1.07051075熊本地方裁判所令和5年（わ）第304号

〇 公謹遇辛法遠反被告事件

令和5年10月13日

L07850G49広只地方裁判所令和4年（わ）第125号

〇 公謀選挙法違反彼告事件

令和5年7月19日

先n|'前へ 'II 2 !l 3 1 ◄ J 5 I 6 [ 7 8 II次へi愚H

゜
△゚ 

△゚
 

【凡例】 0 • ••法定期問どおり公民権停 Il -­

＾…公民権仰止期間］を短縮

x …公民杵和 l| ••AJ位を不適川

ー...判断がイ<|リ」のもの、公職逍2作法以外の被告’Ji件

0゚

0

 

0
 

゜

1先ill ［前へ11111 2 11 3 11 4 11 s 11 6 Ii 1 JI a II次へ1［最終I

L07850325鳥取地方抜判所米子支部令和4年（わ）第5号

〇 公牒選学法違反被告事件

令和5年3月16日

L07850049広島地方裁判所令和4年〈わ）第213号

〇 公牒選挙法違反彼告事件

令和5年1月20日

L07850010奈良地方誠判所令和4年（わ）第71号

〇 公牒選苧法遵反被告事件

令和5年1月18日

L07751064広島地方抜判所福山支部令和4年（わ）第43号

〇 公n選挙法違反抜告事件
令和4年11月11日

L0775071 D千葉地方裁判所令和4年（わ）第2号

U 公謹選学法違反被告事件
令和4年7月14日

L07660009宇都宮門易数判所令和3年（ろ）第47号

口 公牒遺竿法違反植告事件

令和3年10月11日

L07650975大津地方裁判所令和元年（わ）第717号

口 公牒選挙法違反被告事件

令和3年7月28日

L07650409大阪地方註判所堺支部令和2年（わ）第48号

〇 公職選手法遵反

令和3年4月15日

L07G30025東京地方裁判所令和2年（特わ）茅1573丹

〇 公牒選卒法遠反被告事件

令和3年1月21日

L07550945長崎地方紐判所令和2年（わ）第101号

〇 公謀選挙法違反被告事件

令和2年10月14日

検索結果 72件

＾
 
()
 
0゚

0

 

△ 

八

無罪

゜
゜1先9』111nへ111 11 2 II 3 II 4 11 s Ii o ll 1 11 a 11次へII最籟l

逹

饂

2



表示件数． 10件 V 表示件数： 10件 V

5

[

 

1先碩illltIへ111月2ii 3 ii ◄ 115,16 l1 7 I[ B II次へII最紀

L075500 I I長崎地方抜判所令和2年（わ）第101号

〇 公精選学法違反彼告事件

令和2年9月17日

L075515J8福井地方裁判所令和元年（わ）第92号

〇 公牒選挙法違反被告ボ件

令和2年3月26日

LOJ55000U札幌地方裁判所令和元年（わ）第886号

〇 公牒選学法違反被告事件

令和2年2月19日

LOJ45080B大阪地方祓判所令和元年（わ）第2059号

口 公謀選挙法違反

令和元年9月6日

L0745093J斉森地方裁判所令和元年（わ）第60号

U 公開選学法違反被告専件
令和元年8月7日

L0745085 I水戸地方裁判所平成31年（わ）第97号、平成31年（わ）第144号

〇 公牒選学法違反被告事件

令和元年7月30日

L074508G8宮崎地方数判所令和元年（わ）第73号

〇 公牒選挙法違反被告事件

令和元年7月19日

L07450853山形地方裁判所令和元年（わ）第59号

〇 各公職選坐法遵反被告事件

令和元年7月19日

L0713 I 775東京地方裁判所平成28年（特わ）第807丹
C]各公牒選辛法i；；反彼告事件

平成28年9月9日

L071503B5 I~ 岡地方紅判所平成27年（わ）第241 号
〇 公罪選学法連反被告事件

平成28年6月3日

＇先！ill ilへi1り2:1 3 11 ◄ ii 5 I a i1 1 11 a ii次へ11最終

検索結果 72件

。
△ 

0゚

0

 

0゚

0

 

0

0

 

i先i|1前へII 1 11 2 11 3 11、Ij I 5 11 6 f [ 7 11 8 j I次へ11最終1

LOJ 15023 I惰森地方裁判所八戸支部平成28年（わ）第12号

〇 各公職選生法違反彼告事件

平成28年4月28日

L07050672静岡地方数判所平成27年（わ）第214号、平成27年（わ）第243号

□公牒選挙法違反被告事件
平成27年12月9日

L07050482静岡地方裁判所平成27年（わ）第242号

〇 公牒選苧法遵反被告事件

平成27年9月25日

L07050456 ~岡地方祓判所平成27年（わ）第214号、平成27年（わ）第244号
〇 公牒選挙法違反被告事件

平成27年9月7日

L0705024 I水戸地方裁判所平成27年（わ）第42号

U 公罪選栄法違反被告事件
平成27年5月12日

L07050154青森地方数判所弘前支部平成26年（わ）第77号

〇 公牒選学法違反被告事件

平成27年3月26日

L07050153言森地方裁判所弘前支部平成26年（わ）第74号

〇 公牒選挙法違反彼告事件

平成27年3月26日

L07050017宵森地方紐判所弘前支部平成26年（わ）第73号

〇 公職選挙法遵反被告事件

平成27年1月27日

L069503 I 0岡山地方裁判所平成26年（わ）第103号

〇 公靡選乎法辺反被告事件

平成26年7月17日

LOG960006弘前簡g抜判所平成26年（ろ）第11号

〇 公謀選挙法違反彼告事件

平成26年6月6日

検索秦記果 72件

八

0

0

0

 

゜
0゚

0

 

△ 

゜！先9lllllへ11,11 2 |[ 3 11 4 11 5 1[ 6 || 7 |1 8 11次へl11l終［



表示1牛数： 10件 v 表示件数・ 10件 v

5ド

1先；’ |前へIi1 :'2りJll4i'5ll6 11[a[I次へ［［最I'!i

L06960005弘前簡嘉裁判所平成26年（ろ）第10号

〇 公牒選学法違反被告事件

平成26年6月6日

L06960004弘前簡易裁判所平成26年（ろ）第9号

〇 公牒選挙法違反被告事件

平成26年6月6日

L06930206東京地方裁判所平成25年（特わ）第1703号

〇 公牒選学法遵反被告事件

平成26年4月18日

L0696000 I宇都宮節品裁判所平成25年（ろ）第127号

〇 公罪選挙法逍反被告事件

平成26年1月9日

L06820604 l品岡高等紐判所平成25年（う）第217号
U 公牒選挙法違反被告事件
平成25年10月15日

L06850232長崎地方数判所平成24年（わ）第118号

〇 贈賄被告事件

平成25年3月28日

L0675029]神戸地方裁判所尼崎支部平成23年（わ）第345号

〇 公職選拳法違反被告事件

平成24年3月5日

L067?.0069仙台嵩等裁判所秋田支部平成23年（う）第19号

〇 公職選さ配去遵反被告事件

平成24年2月7日

LOGG50758横浜地方裁判所平成23年（わ）第770岳

口 公靡選卒法違反披告事件

平成23年12月26日

L06660013さいたま簡品裁判所平成23年（ろ）第15号

〇 公闘選学法違反被告事件
平成23年10月17日

検索粘果 72件

0

0

 

△ 

△ 

゜
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L06620500福岡嵩等紐判所平成23年（う）第397号、平成23年（う）第398号

〇 各公識選学法違反彼告事件

平成23年10月6日

LD6320557大阪高等裁判所平成20年（う）第142号

〇 公開選挙法違反被告項件

平成20年10月31日

L06320972福岡嵩芍裁判所平成19年（う）第526号

〇 公職選栄法遵反被告事件

平成20年1月9日

LD0221020高松忘等祓判所平成19年（う）第219号

〇 公職選挙法違反彼告事件

平成19年12月18日

L06 I 50005大分地方払判所平成15年（わ）第188号

〇 公罪選学法違反被告賽件

平成18年1月12日

検索結果 72件

。
無罪

0

0

 

△ 

八
i

゜

L0585079J紐岡地方数判所小倉支部平成15年（わ）第427号、平成15年（わ）第542号、平成15年（わ〉第725号

。 被告人Aに対する政治沢金規正法違反，公牒選卒法違反彼告事件，被告人B及び同Cに対する政治貧金規正法違反

被告 （） 
平成15年12月8日

L05835565東京地方抜判所平成15年（特わ）第3079号、平成15年（特わ）第3328号
〇 公職選生法通反彼告事件 △、
平成15年9月5日

L05850467神戸地方試判所平成11年（わ）第433号、平成11年（わ）第443号、平成11年（わ）第919号

〇 公職選学法連反彼告事件 （） 
平成15年4月24日

△ 

△
 

L056303 I 0東京地方裁判所平成13年（特わ）第3836号

〇 公謀選挙法違反被告事件

平成13年12月19日

L056209 I 3大阪高等裁判所平成13年（う）第1420号

〇 公牒選完法違反彼告

平成13年12月18日 △゚ 

1先！i,1|前へ！I1 ii 2 11 3甘4II 5 II 6 II 7 II BI！次へII息峠1
1先碩II前へ!I1 112 II 3114 JI s 11 u 111 II e什次へIlll叫



表示件数・ 10件 v 表示1牛数： 10件 v

先碩 llll「iIへI:1 11 2 | 3 μ 4 |l 5 1| 6 |1 7 1 8 11次へI，最終l

L05630376東京地方裁判所平成13年（特わ）第3174号

〇 公開選学法違反

平成13年10月25日

L055JOJ 10最石裁判所第3小法廷平成11年（あ）第1509号

〇 公牒選挙法違法抜告謝件

平成12年11月20日

L05460005千葉一宮簡駁裁判所平成10年（ろ）第3号

D 
平成11年6月23日

検索結果 72件

八゚

l先i.1]!1前へt:,JI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 II 1 11 a 11次へII最柊j

L04620227大阪；；；等裁判所昭和61年（う）第418号

〇 公闘選学法違反被告事件

平成3年7月12日

L04550437大阪地方裁判所平成元年（わ）第3232号

〇 公牒選挙法違反被告事件

平成2年8月39El

検索結果 72件

△

0
 

八
l先！！員：l前へI[1 II 211311 4 I[ s I[ s j[ 7 II s JI次へII贔終1

1_05420539広島森簿抜判所平成7年（う）第74号

rJ公9債選挙法違反禎告事件
平成11年4月28日

L05050J9 I前橋地方鈷判所平成7年（わ）第228号、平成7年（わ）第229号、平成7年（わ）第238号

U 公罪選学法違反被告事件
平成7年9月21日 0 

L04810112名高該判所第1,1ヽ 法廷平成5年（あ）第407号

〇 公牒選学法違反植告事件 0 
平成5年11月15日

5
3
 

L04850542松山地方裁判所平成2年（わ）第73号．平成2年（わ）第102号、平成2年（わ）第207号、平成2年（わ）

第208丹、平成2年（わ）第209号、平成2年（わ）第104号、平成2年（わ）第105号、平成2年（わ）第106号、平成2

0年（わ）第107号、平成2年（わ）第108号
公開遺学法違反被告事件

平成5年10月12日

L04820546仙台窃等拙判所平成5年（う）第8号

゜平成5年3月25日
L047509 I4 地方紐判所平成4年（わ）第101号

゜平成4年12月22日
1.04720210大阪森等裁判所平成2年（う）第966号
〇 公牒選卒法遵反被告事件

平成4年6月26日

1先9,llへ1:I Ii 2 Ii 3 I I ◄ II 5 ii 6 ! I II 8 II次へII最蔚l
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